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第１　はじめに

１　中国民法典制定までの経過

２０２０年５月２８日，第１３期全国人民代表大会第３回全体会議において「中華

人民共和国民法典」が可決・公布され 1，２０２１年１月１日から施行されることとなっ

た。

これまで中国には統一的な民法典は存在せず，実質的意義の民法は，主に民法通則，

物権法，担保法，契約法，婚姻法，養子縁組法，相続法，権利侵害責任法等の民事単

行法から構成されていた。そして民法典編纂の作業は，完全に新たな民事法の立法・

制定ではなく，単純な法律の合体・編集でもなく，現行の民事法規範に対して編集・

補修を実施し，既に現実の状況に適応していない規定について修正・整備・廃止を行い，

経済・社会生活において出現した新たな状況や新たな問題に対して的を絞った新たな

規定を制定することである。

民法典編纂の起草研究作業は，全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（以下「全

国人大」「法工委」と略称）の主導により，最高人民法院，最高人民検察院，司法部，

中国社会科学院，中国法学会を参加組織とした民法典編纂ワーキンググループ，及び

1　 ２０２０年５月２８日付中華人民共和国主席令第 45 号。「中華人民共和国民法典」の全条文及び編纂過
程については全国人人大の下記ウェブサイト参照。
http://www.npc.gov.cn/npc/c35174/mfdgfbca.shtml



24

民法典編纂業務専門班等を組織して実施されてきた。民法典編纂作業は「二段階アプ

ローチ」，すなわち，まず，第一段階として民法総則を制定して民法典総則編とし，次

に，第二段階として民法典各分編を編纂し，全国人大常務委員会審議による修正・整

備を経た後，民法総則と合体させた完全な民法典草案とする方針とされた。

２０１４年１０月，党の第１８期四中全会「法に基づく国家統治の全面的な推進」

決定で民法典編纂が提起され，２０１５年３月，全国人大法工委は，第一段階である

民法総則の制定業務に着手し，１９８６年制定の民法通則を基礎として，関連民事法

の実務経験を体系的に整理総括し，民事法制度において普遍的な適用性・指導性を有

する規則を抽出して草案を作成し，全国人大常務委員会による審議を経て，２０１７

年３月１５日に「中華人民共和国民法総則」が成立した。

民法総則成立後，第二段階となる各分編編纂作業が急ピッチで進められ，現行諸法

を基礎として，中国の経済・社会の発展が民事法に対して提示した新たなニーズを踏

まえ，物権，契約，人格権，婚姻家族，相続，権利侵害責任等の６つの分編を含む民

法典各分編草案が作成された。２０１８年８月，１２月，２０１９年４月，６月，８月，

１０月実施の第１３期全国人大常務委員会会議において草案に関する分割審議を行い，

６つの分編草案の全てについて第二次審議を実施し，特に社会的注目された人格権，

婚姻家族，権利侵害責任の３つの分編草案については第三次審議を実施した。こうし

て民法総則と全国人大常務委員会の審議・修正を経た民法典各分編草案を合体した「中

華人民共和国民法典（草案）」が作成され，２０１９年１２月の第１３期全国人大常務

委員会第１５回会議の審議を経て，２０２０年３月の全国人民代表大会に同草案を上

程することが決定された。

もっとも，新型肺炎問題の発生によって大会の開催自体が延期され，特に２０２０

年４月末開催の全国人大常務委員会会議では，新型肺炎対策に必要な一連の関連立法

（公共衛生法治保障立法）の整備を優先事項とする年次立法計画が決定され，同計画中

にも民法典が積極的に位置づけられていた。こうして民法典草案の最終審議・表決は，

冒頭で記載したように２０２０年５月に実現したという経過である。

２　中国民法典の全体像

「中華人民共和国民法典」は，全７編，合計１２６０条からなり，各編は総則，物権，

契約［合同］，人格権，婚姻家族，相続［继承］，権利侵害責任［侵权责任］，及び附則

である。
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第一編　総則（１条～２０４条）

第二編　物権（２０５条～４６２条）

第三編　契約（４６３条～９８８条）

第四編　人格権（９８９条～１０３９条）

第五編　婚姻家庭（１０４０条～１１１８条）

第五編　相続（１１１９条～１１６３条）

第六編　権利侵害責任（１１６４条～１２５８条）

第七編　附則（１２５９条，１２６０条）

なお，新法の要点及び注目すべき新制度等については，現行の法整備支援プロジェ

クトで実施予定である成果発表ウェビナーにおける全国人大法工委民法室担当による

発表内容を，本稿「第３  中国法整備支援の実施状況等」において紹介する。

第２　中国民法典の全条文について 2

第一編　総則

第一章　基本規定

第１条【立法目的と根拠】

民事主体の合法的権益を保護し，民事関係を調整し，社会及び経済の秩序を守り，中

国的特色のある社会主義の発展要求に適応し，社会主義核心的価値観を発揚するために，

憲法に基づき，本法を制定する。

第２条【本法の調整範囲】

民法は，平等な主体たる自然人，法人及び非法人組織との間における人身関係と財産

関係を調整する。

第３条【合法的民事権益の法律保護】

民事主体の人身権，財産権及びその他の合法的権益は，法律による保護を受け，いか

なる組織又は個人もこれを侵してはならない。

第４条【平等原則】

民事主体の民事活動における法的地位は，一律に平等である。

第５条【自由意思原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，自由意思原則に従わなければならず，自己の意

2　 ２０１７年３月１５日成立「中華人民共和国民法総則」の要点は，本誌第７８号～第８３号所収の拙稿
「中国民法総則の制定について（１）～（６・小括）で紹介したところ，新法第一編では，「民法総則」の
構造及び内容が基本的に維持されているが（全１０章，合計２０４条），自然災害，社会安全事件，感染症
流行等の公共衛生事件といった緊急対応が必要な状況下に対応するために新たな規定が追加されており（第
３４条４項），さらに法典編纂の体系化要求に基づいて個別条項に対する字句修正が随所に行われたほか，

「附則」関連内容が民法典の最後に移動されている。
　また本文中の条文見出しは，主として全国人大法工委民法室主任・黄薇主編『中華人民共和国民法典総
則編解読』（中国法制出版社・２０２０年７月），同室・孫娜娜編『民法典新旧逐条対比』（中国検察出版社・
２０２０年６月）を参照したものである。
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思により民事法律関係を設定し，変更し，終了させる。

第６条【公平原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，公平原則に従わなければならず，各当事者の権

利と義務を合理的に確定する。

第７条【誠実信用原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，誠実信用原則に従わなければならず，誠実を旨

とし，約束を遵守する。

第８条【法律・公序良俗の遵守原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，法律に違反してはならず，公序良俗に反しては

ならない。

第９条【環境配慮原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，資源を節約し，生態環境の保護に有益でなけれ

ばならない。

第１０条【民事紛争処理の根拠】

民事紛争を処理するに当たり，法律に依拠しなければならない。法律に規定がない場合，

慣習を適用することができる。但し，公序良俗に反してはならない。

第１１条【特別法の優先】

その他の法律に民事関係について特別規定がある場合，その規定による。

第１２条【民法の効力範囲】

中華人民共和国の領域内の民事活動について，中華人民共和国の法律を適用する。法

律に別段の規定がある場合，その規定による。

第二章　自然人

第一節　民事権利能力と民事行為能力

第１３条【自然人の民事権利能力】

自然人は，出生時から死亡時まで民事権利能力を有し，法に基づき民事権利を享有し，

民事義務を負担する。

第１４条【自然人の民事権利能力平等】

自然人の民事権利能力は，一律に平等である。

第１５条【自然人の出生・死亡時間の認定】

自然人の出生時間と死亡時間は，出生証明，死亡証明に記載された時間を基準とする。

出生証明，死亡証明がない場合，戸籍登記又はその他有効な身分登記に記載された時間

を基準とする。以上の記載時間を覆すに足るその他の証拠がある場合，当該証拠によっ

て証明された時間を基準とする。

第１６条【胎児の利益保護】

遺産相続，贈与の受領等胎児の利益保護に関わる場合，胎児は民事権利能力を有する

ものとみなす。但し，胎児が娩出時に死体である場合，その民事権利能力は始めから存
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在しない。

第１７条【成年者・未成年者の年齢基準】

１８歳以上の自然人を成年者とする。１８歳未満の自然人を未成年者とする。

第１８条【完全民事行為能力者】

成年者を完全民事行為能力者とし，単独で民事法律行為を行うことができる。

２　１６歳以上の未成年者が自己の労働収入を主な生活の収入源としている場合，完全民

事行為能力者とみなす。

第１９条【制限民事行為能力の未成年者】

８歳以上の未成年者を制限民事行為能力者とし，その法定代理人が代理し，又は法定

代理人の同意，追認を得て民事法律行為を行う。但し，単に利益を得る民事法律行為又

はその年齢，知力に相応する民事法律行為は単独で行うことができる。

第２０条【民事行為無能力の未成年者】

８歳未満の未成年者を民事行為無能力者とし，その法定代理人が代理して民事法律行

為を行う。

第２１条【民事行為無能力の成年者】

自己の行為を弁識できない成年者を民事行為無能力者とし，その法定代理人が代理し

て民事法律行為を行う。

２　８歳以上の未成年者が自己の行為を弁識できない場合，前項の規定を適用する。

第２２条【制限民事行為能力の成年者】

自己の行為を完全には弁識できない成年者を制限民事行為能力者とし，法定代理人が

代理し又はその法定代理人の同意，追認を得て民事法律行為を行う。但し，単に利益を

得る民事法律行為又はその知力，精神健康状況に相応する民事法律行為は単独で行うこ

とができる。

第２３条【後見人】

民事行為無能力者，制限民事行為能力者の後見人は，その法定代理人である。

第２４条【民事行為能力の認定・回復】

自己の行為を弁識できない，又は完全には弁識できない成年者，その利害関係人又は

関係組織は，人民法院に対して，当該成年者が民事行為無能力者又は制限民事行為能力

者であることの認定を申請することができる。

２　人民法院により民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と認定された場合，本人，

利害関係人又は関係組織の申請を経て，人民法院はその知力，精神健康の回復状況に基

づき当該成年者の制限民事行為能力者又は完全民事行為能力者への回復を認定すること

ができる。

３　本条の規定する関係組織は次のものを含む。居民委員会，村民委員会，学校，医療機関，

婦女連合会，障害者連合会，法に基づき設立された高齢者組織，民政部門等。

第２５条【自然人の住所】

自然人は，戸籍登記又はその他有効な身分登記に記載した居所を住所とする。常居所
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と住所が一致しない場合，常居所を住所とみなす。

第二節　後見

第２６条【父母と子の間の法的義務】

父母は，未成年の子に対して扶養，教育及び保護の義務を負う。

２　成年者である子は，父母に対して扶養［赡养］，扶助及び保護の義務を負う。

第２７条【未成年者の後見人】

父母は，未成年者の後見人である。

２　未成年者の父母が既に死亡し又は後見能力を有しない場合，次に掲げる順序に従って

後見能力を有する者が後見人となる。

（一）父方の祖父母，母方の祖父母

（二）兄，姉

（三）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，未成年者住所地の居民委員会，

村民委員会又は民政部門の同意を要する。

第２８条【完全な民事行為能力を有しない成年者の後見人】

民事行為無能力又は制限民事行為能力の成年者については，次に掲げる順序に従って

後見能力を有する者が後見人となる。

（一）配偶者

（二）父母，子

（三）その他の近親族

（四）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，被後見人住所地の居民委員会，

村民委員会又は民政部門の同意を要する。

第２９条【遺言による後見人指定】

被後見人の父母が後見人となった場合，遺言により後見人を指定することができる。

第３０条【協議による後見人確定】

法に基づき後見資格を有する者の間では，協議によって後見人を確定することができ

る。後見人を協議で確定する場合，被後見人の真実の意思を尊重しなければならない。

第３１条【後見人確定紛争の解決手続】

後見人の確定について争いがある場合，被後見人住所地の居民委員会，村民委員会又

は民政部門が後見人を指定し，関係当事者が指定に対して不服のある場合は，人民法院

に対して後見人の指定を申請することができる。関係当事者も，直接，人民法院に対し

て後見人の指定を申請することができる。

２　居民委員会，村民委員会，民政部門又は人民法院は，被後見人の真実の意思を尊重し，

被後見人にとって最も有利とする原則に従って法に基づき後見資格を具える者から後見

人を指定しなければならない。

３　本条１項の規定により後見人を指定する前，被後見人の人身権，財産権及びその他の

合法的権益を保護する者がいない状態にある場合，被後見人住所地の居民委員会，村民
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委員会，法律の規定する関係組織又は民政部門が臨時後見人となる。

４　後見人が指定された後，無断でこれを変更してはならない。無断で変更した場合，指

定された後見人の責任は免除されない。

第３２条【後見資格者がない場合の公職後見人】

法に基づく後見資格を具える者がいない場合，民政部門が後見人を担当し，後見職責

の履行条件を具えた被後見人住所地の居民委員会，村民委員会も担当することができる。

第３３条【任意後見】

完全な民事行為能力を有する成年者は，近親族，その他後見人を担当する意思のある

個人又は組織と事前に協議し，書面形式で自己の後見人を確定し，自己が民事行為能力

を喪失又は一部喪失したときは，当該後見人が後見職責を履行する。

第３４条【後見人の職責内容・臨時生活支援】

後見人の職責は，被後見人を代理して民事法律行為を行うこと，被後見人の人身権，

財産権及びその他の合法的権益等の保護である。

２　後見人が法に基づき後見職責を履行し発生する権利は，法律の保護を受ける。

３　後見人が後見職責を履行せず，又は被後見人の合法的権益を侵害した場合，法的責任

を負わなければならない。

４　突発事件等の緊急状況により，後見人が暫時後見職責を履行できず，被後見人の生活

をケアする者がない状態になった場合，被後見人住所地の居民委員会，村民委員会又は

民政部門は被後見人のために必要な臨時の生活支援措置を講じなければならない。

第３５条【後見職責の履行上遵守すべき原則】

後見人は，被後見人にとって最も有利とする原則に従って後見職責を履行しなければ

ならない。後見人は，被後見人の利益を維持保護する場合を除き，被後見人の財産を処

分してはならない。

２　未成年者の後見人が後見職責の履行において被後見人の利益に関する決定を行う場合，

被後見人の年齢及び知力の状況を根拠とし，被後見人の真実の意思を尊重しなければな

らない。

３　成年者の後見人が後見職責を履行する場合，被後見人の真実の意思を最大限尊重し，

被後見人がその知力，精神の健康状況に相応する民事法律行為を行うことを保障し，か

つ協力しなければならない。被後見人が単独で処理する能力を有する事務について，後

見人は干渉してはならない。

第３６条【後見人資格の取消】

後見人が次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，人民法院は，関係する個人又は

組織の申請に基づき，その後見人の資格を取り消し，必要な臨時後見措置を講じ，かつ

被後見人にとって最も有利とする原則に従って法に基づき後見人を指定する。

（一）被後見人の心身の健康を著しく害する行為を行ったとき

（二）後見職責の履行を怠り，又は後見職責を履行できず，かつ後見職責の一部又は全

部を他人に委任することを拒絶し，被後見人を危機困窮状態に陥らせたとき
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（三）被後見人の合法的権益を著しく害するその他の行為を行ったとき

２　本条の規定する関係の個人，組織には，その他法に基づき後見資格を有する者，居民

委員会，村民委員会，学校，医療機関，婦女連合会，障害者連合会，未成年者保護組織，

法に基づき設立された高齢者組織，民政部門等を含む。

３　前項の規定する個人及び民政部門以外の組織が速やかに人民法院に対して後見人資格

取消の申請を行わない場合，民政部門は人民法院に対して申請しなければならない。

第３７条【後見人資格取消後の義務】

法に基づき被後見人の養育費［抚养费］，扶養費［赡养费］，扶養費［扶养费］を負担

する父母，子，配偶者等は，人民法院から後見人資格を取り消された後，負担義務の履

行を継続しなければならない。

第３８条【後見人資格の回復】

被後見人の父母又は子が人民法院から後見人資格を取り消された後，被後見人に対し

て故意の犯罪を行った場合を除き，改悛の態度が確かに認められる場合には，その申請

を経て，人民法院は被後見人の真実の意思を尊重することを前提とし，状況に鑑みてそ

の後見人の資格を回復することができ，同時に人民法院が指定した後見人と被後見人と

の後見関係は終了する。

第３９条【後見関係の終了】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，後見関係は終了する。

（一）被後見人が完全な民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）後見人が後見能力を喪失したとき

（三）被後見人又は後見人が死亡したとき

（四）人民法院が後見関係の終了するその他の状況を認定したとき

２　後見関係の終了後，被後見人が依然として後見を必要とする場合は，法に基づき後見

人を別途確定しなければならない。

第三節　失踪宣告と死亡宣告

第４０条【失踪宣告の条件】

自然人が行方不明になり満２年を経過した場合，利害関係人は，人民法院に対して当

該自然人を失踪者として宣告するよう申請することができる。

第４１条【行方不明の起算時間】

自然人の行方不明の時間は，その者の音信が絶えた日から起算する。戦争期間に行方

不明となった場合，行方不明の時間は戦争終結の日又は関係機関が確定した行方不明と

なった日から起算する。

第４２条【失踪者の財産管理】

失踪者の財産は，その配偶者，成年の子，父母又はその他財産管理人［财产代管人］

を担当する意思のある者が代理管理［代管］する。

２　財産の代理管理に争いがあり，前項の規定する者がいない，又は前項の規定する者が
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代理管理能力を有しない場合，人民法院の指定する者が代理管理する。

第４３条【財産管理人の職責】

財産管理人は，失踪者の財産を適切に管理し，その財産権益を維持保護しなければな

らない。

２　失踪者が滞納している税金，債務及び支払うべきその他費用は，財産管理人が失踪者

の財産から支払う。

３　財産管理人が故意又は重大な過失によって失踪者の財産に損害を与えた場合，賠償責

任を負わなければならない。

第４４条【財産管理人の変更】

財産管理人が代理管理職責を履行しない，失踪者の財産権益を侵害し，又は代理管理

能力を喪失した場合，失踪者の利害関係人は人民法院に対して財産管理人の変更を申請

することができる。

２　財産管理人に正当な理由がある場合，人民法院に対して財産管理人の変更を申請する

ことができる。

３　人民法院が財産管理人を変更した場合，変更後の財産管理人は，原財産管理人に対して，

速やかに関係財産を引き渡し，かつ財産代理管理状況の報告を求める権限を有する。

第４５条【失踪宣告の取消】

失踪者が再び現れた場合，本人又は利害関係人の申請を経て，人民法院は失踪宣告を

取り消さなければならない。

２　失踪者が再び現れた場合，財産管理人に対して，速やかに関係財産を引き渡し，かつ

財産代理管理状況の報告を求める権利を有する。

第４６条【死亡宣告の条件】

自然人に次に掲げる状況のいずれかがある場合，利害関係人は人民法院に対して当該

自然人の死亡宣告を申請することができる。

（一）行方不明になり満４年が経過したとき

（二）突発事件によって行方不明になり満２年が経過したとき

２　突発事件によって行方不明になり，当該自然人が生存不可能であることを関係機関が

証明した場合，死亡宣告の申請は２年間の制限を受けない。

第４７条【死亡宣告と失踪宣告の申請競合】

同一の自然人に対して，死亡宣告を申請する利害関係人と失踪宣告を申請する利害関

係人があり，本法の規定する死亡宣告条件に適合している場合，人民法院は死亡宣告を

しなければならない。

第４８条【死亡宣告を受けた者の死亡日確定】

死亡宣告を受けた者については，人民法院の死亡宣告の判決日をその死亡日とみなす。

突発事件により行方不明となり死亡宣告がなされた場合は，事件発生日をその死亡日と

みなす。
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第４９条【死亡宣告期間中に行った民事法律行為の効力】

自然人が死亡宣告を受けたものの死亡していない場合，当該自然人が死亡宣告期間中

に行った民事法律行為の効力には影響しない。

第５０条【死亡宣告の取消】

死亡宣告を受けた者が再び現れた場合，本人又は利害関係人の申請を経て，人民法院

は死亡宣告を取り消さなければならない。

第５１条【死亡宣告を受けた者の婚姻関係】

死亡宣告を受けた者の婚姻関係は，死亡宣告の日から消滅する。死亡宣告が取り消さ

れた場合，婚姻関係は死亡宣告の取消日から自然回復する。但し，その配偶者が再婚し，

又は婚姻登記機関に対して婚姻関係回復を望まない旨を書面で明らかにした場合を除く。

第５２条【死亡宣告期間の養子関係】

死亡宣告を受けた者は，死亡宣告期間中にその子が法に基づき他人の養子となった場

合，死亡宣告の取消後に本人の同意を得ていないことを理由として養子関係の無効を主

張することはできない。

第５３条【死亡宣告取消後の財産返還】

死亡宣告を取り消された者は，本法第六編によってその財産を取得した民事主体に財

産の返還を請求する権利を有する。返還することができない場合，適当な補償をしなけ

ればならない。

２　利害関係人が真実の状況を隠し，他人に死亡宣告を受けさせてその財産を取得した場

合，財産を返還するほか，これにより生じた損害の賠償責任も負わなければならない。

第四節　個人商工業世帯と農村請負経営世帯　

第５４条【個人商工業世帯の定義】

自然人が商工業の経営に従事し，法に基づき登記する場合，個人商工業世帯とする。

個人商工業世帯は，屋号を付すことができる。

第５５条【農村請負経営世帯の定義】

農村集団経済組織の構成員は，法に基づき農村土地請負経営権を取得し，家庭請負経

営に従事する場合，農村請負経営世帯とする。

第５６条【個人商工業世帯及び農村請負経営世帯の債務負担】

個人商工業世帯の債務は，個人経営の場合，個人財産により負担する。家庭経営の場合，

家庭財産により負担する。区別できない場合は，家庭財産により負担する。

２　農村請負経営世帯の債務は，農村土地請負経営に従事する農家の財産により負担する。

事実上農家の一部構成員が経営する場合は，当該一部構成員の財産により負担する。
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第三章　法人

第一節　一般規定

第５７条【法人の定義】

法人は民事権利能力及び民事行為能力を有し，法に基づき独立して民事権利を享有し，

民事義務を負担する組織である。

第５８条【法人の成立】

法人は法に基づき成立しなければならない。

２　法人は自己の名称，組織機構，住所，財産又は経費を有しなければならない。法人成

立の具体的条件及び手続は，法律，行政法規の規定による。

３　法人の設立につき，法律，行政法規が関係機関の許認可を必要と規定する場合，その

規定による。

第５９条【法人の民事権利能力・民事行為能力】

法人の民事権利能力及び民事行為能力は，法人成立時から発生し，法人終了時に消滅

する。

第６０条【法人の民事責任負担】

法人はその全財産をもって民事責任を独立して負担する。

第６１条【法人の法定代表者】

法律又は法人定款の規定により，法人を代表して民事活動を行う責任者を法人の法定

代表者とする。

２　法定代表者が法人名義で行った民事活動につき，その法律効果は法人が受け入れる。

３　法人定款又は法人の権力機構による法定代表者の代表権に対する制限は，善意の相手

方に対抗することができない。

第６２条【法定代表者職務行為の民事責任】

法定代表者が職務執行により他人に損害を与えた場合，法人が民事責任を負担する。

２　法人は民事責任を負担した後，法律又は法人定款の規定により，過失のあった法定代

表者に対して求償することができる。

第６３条【法人の住所】

法人は，その主たる事務機構の所在地をもって住所とする。法に基づく法人登記手続

を要する場合，主たる事務機構の所在地を住所として登記しなければならない。

第６４条【法人の登記変更】

法人の存続期間において登記事項に変化が生じた場合，法に基づき登記機関に変更登

記を申請しなければならない。

第６５条【法人に関する不実登記の効果】

法人の実際の状況と登記事項が一致しない場合，善意の相手方に対抗することができ

ない。

第６６条【法人登記公示制度】

登記機関は，法に基づき速やかに法人登記の関係情報を公示しなければならない。
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第６７条【法人の合併，分割の効果】

法人が合併する場合，その権利及び義務は合併後の法人が享有し，負担する。

２　法人が分割する場合，その権利及び義務は分割後の法人が連帯債権を享有し，連帯債

務を負担する。但し，債権者と債務者に別段の約定がある場合を除く。

第６８条【法人の終了】

次のいずれかの原因があり，かつ法に基づき清算を完了し，抹消登記を経た場合，法

人は終了する。

（一）法人が解散したとき

（二）法人が破産宣告を受けたとき

（三）法律が規定するその他の原因

２　法人の終了につき，法律，行政法規が関係機関の許認可を必要と規定する場合，その

規定による。

第６９条【法人の解散】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，法人は解散する。

（一）法人定款の規定する存続期間が満了し，又は法人定款の規定するその他の解散事

由が発生したとき

（二）法人の権力機関が解散を決議したとき

（三）法人の合併又は分割により解散が必要なとき

（四）法人が法に基づき営業許可証，登記証書を取り上げられ，閉鎖を命じられ，又は

取り消されたとき

（五）法律が規定するその他の状況

第７０条【法人解散後の清算】

法人が解散する場合，合併又は分割の場合を除き，清算義務者は速やかに清算組織を

組成して清算を行わなければならない。

２　法人の董事，理事等の執行機関又は意思決定機関の構成員を清算義務者とする。法律，

行政法規に別段の規定がある場合，その規定による。

３　清算義務者が速やかに清算義務を履行せず，損害を与えた場合，民事責任を負わなけ

ればならない。主管機関又は利害関係人は，人民法院に対して，関係者を指定して清算

組織を設けて清算を行うよう申請することができる。

第７１条【法人清算の法律適用】

法人の清算手続と清算組織の職権については，関係の法律規定による。規定がない場

合は，会社法の関係規定を参照適用する。

第７２条【清算の法的効果等】

清算期間において法人は存続する。但し，清算に関係のない活動を行ってはならない。

２　法人清算後の残余財産は，法人定款の規定又は法人権力機関の決議に従って処理する。

法律に別段の規定がある場合，その規定による。

３　清算が結了し，かつ法人の抹消登記が完了したとき，法人は終了する。法に基づく法
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人登記手続を要しない場合は，清算結了時に法人は終了する。

第７３条【法人破産清算による終了】

法人が破産宣告を受けた場合，法に基づき破産清算を行い，かつ法人の抹消登記が完

了したときに，法人は終了する。

第７４条【法人の分支機構】

法人は法に基づき分支機構を設けることができる。法律，行政法規が分支機構につい

て登記手続を要する旨を規定する場合，その規定による。

２　分支機構が自己の名義で民事活動を行う場合，発生した民事責任は法人が負担する。

まず当該分支機構の管理する財産をもって負担することもできるが，不足する場合は法

人が負担する。

第７５条【法人設立行為の法的効果】

設立者が法人設立のために行う民事活動につき，その法律効果は法人が受け入れる。

法人が成立していない場合，その法律効果は設立者が受け入れ，設立者が二人以上の場

合は，連帯債権を享有し，連帯責任を負担する。

２　設立者が法人設立のために自己名義で行った民事活動により発生した民事責任につき，

第三者は法人又は設立者の負担を選択請求する権利を有する。

第二節　営利法人

第７６条【営利法人の定義・類型】

利益を取得し，それを株主等の出資者に分配することを目的として成立した法人を，

営利法人とする。

２　営利法人には有限責任会社，株式有限会社及びその他の企業法人等を含む。

第７７条【営利法人の成立】

営利法人は，法に基づく登記を経て成立する。

第７８条【営業許可証】

法に基づき設立された営利法人には，登記機関が営利法人の営業許可証を交付する。

営業許可証の発行日を，営利法人の成立日とする。

第７９条【営利法人の定款】

営利法人を設立するには法に基づき法人定款を制定しなければならない。

第８０条【営利法人の権力機関】

営利法人は権力機関を設置しなければならない。

２　権力機関は法人定款を変更し，執行機関，監督機関の構成員を選任又は変更し，法人

定款の規定するその他の職権を行使する。

第８１条【営利法人の執行機関】

営利法人は執行機関を設置しなければならない。

２　執行機関が権力機関の会議を招集し，法人の経営計画，投資案について決定し，法人

の内部管理機構の設置について決定し，かつ法人定款の規定するその他の職権を行使す
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る。

３　執行機関を董事会（役員会）又は執行董事（執行役員）とする場合，董事長，執行董

事又は経理が法人定款の規定に従って法定代表者となる。董事会又は執行董事がない場

合，法人定款の規定する主な責任者がその執行機関及び法定代表者となる。

第８２条【営利法人の監督機関】

営利法人が監事会又は監事等の監督機関を設置する場合，監督機関は法に基づき法人

の財務を検査し，執行機関構成員や高級管理者の法人職務の執行行為について監督し，

かつ法人定款の規定するその他の職権を行使する。

第８３条【出資者の権利濫用と責任負担】

営利法人の出資者は，出資者の権利を濫用して，法人又は他の出資者の利益を害して

はならない。出資者の権利を濫用して法人又は他の出資者に損害を与えた場合，法に基

づき民事責任を負わなければならない。

２　営利法人の出資者は，法人の独立的地位及び出資者の有限責任を濫用して法人債権者

の利益を害してはならない。法人の独立的地位及び出資者の有限責任を濫用し，債務を

逃れ，法人債権者の利益に重大な損害を与えた場合，法人債務について連帯責任を負わ

なければならない。

第８４条【関連関係の不当利用取引】

営利法人の支配的出資者，実質的支配者，董事，監事，高級管理者は，その関連関係

を利用して法人の利益を害してはならない。関連関係を利用して法人に損害を与えた場

合，賠償責任を負わなければならない。

第８５条【営利法人の決議の瑕疵】

営利法人の権力機関，執行機関の行った決議の会議招集手続，表決方式が法律，行政

法規，法人定款に違反し，又は決議内容が法人定款に違反する場合は，営利法人の出資

者は，人民法院に対して当該決議の取消を請求することができる。但し，営利法人が当

該決議に基づいて善意の相手方と形成した民事法律関係は影響を受けない。

第８６条【営利法人の社会的責任】

営利法人が経営活動を行う場合，商業道徳を遵守し，取引安全を維持保護し，政府及

び社会の監督を受け入れ，社会的責任を負わなければならない。

第三節　非営利法人

第８７条【非営利法人の定義・類型】

公益目的又はその他非営利目的で成立し，出資者，設立者又は会員に対して取得した

利益を分配しない法人を非営利法人とする。

２　非営利法人は，事業単位，社会団体，基金会，社会サービス機関等を含む。

第８８条【事業単位法人資格の取得】

法人の条件を具備し，経済社会発展の需要に適応し，公益サービスを提供するために

設立した事業単位は，法に基づく登記を経て成立し，事業単位法人資格を取得する。法
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に基づく法人登記手続を要しない場合，成立日から事業単位法人資格を取得する。

第８９条【事業単位法人の組織機構】

事業単位法人が理事会を設置する場合，法律に別段の規定がある場合を除き，理事会

をその意思決定機関とする。事業単位法人の法定代表者は，法律，行政法規又は法人定

款の規定に従って選出する。

第９０条【社会団体法人資格の取得】

法人の条件を具備し，会員の共同の意思に基づき，公益目的又は会員の共同利益等の

非営利目的実現のために設立した社会団体は，法に基づく登記を経て成立し，社会団体

法人資格を取得する。法に基づく法人登記手続を要しない場合，成立日から社会団体法

人資格を有する。

第９１条【社会団体法人の定款と組織機構】

社会団体法人の設立には，法に基づき法人定款を制定しなければならない。

２　社会団体法人は，会員総会又は会員代表総会等の権力機関を設置しなければならない。

３　社会団体法人は，理事会等の執行機関を設置しなければならない。理事長又は会長等

の責任者は，法人の定款規定に従って法定代表者を担当する。

第９２条【寄付法人資格の取得】

法人の条件を具備し，公益目的実現のため，寄付財産で設立した基金会，社会サービ

ス機関等は，法に基づく登記を経て成立し，寄付法人資格を取得する。

２　法に基づき設立した宗教活動場所が，法人の条件を具備する場合，法人登記を申請し

て寄付法人資格を取得することができる。法律，行政法規が宗教活動場所について規定

する場合，その規定による。

第９３条【寄付法人の定款と組織機構】

寄付法人の設立には，法に基づき定款を制定しなければならない。

２　寄付法人は，理事会，民主管理組織等の意思決定機関，及び執行機関を設置しなけれ

ばならない。理事長等の責任者は，法人定款の規定に従って法定代表者を担当する。

３　寄付法人は，監事会等の監督機関を設置しなければならない。

第９４条【寄付者の法人に対する権利】

寄付者は，寄付法人に寄付財産の使用，管理の状況を問い合わせ，意見の提出及び提

案を行う権利を有し，寄付法人は，速やかに事実のとおり回答しなければならない。

２　寄付法人の意思決定機関，執行機関又はその法定代表者の行った決定の手続が，法律，

行政法規，法人定款に違反する場合，又は決定の内容が法人定款に違反する場合，寄付

者等の利害関係人又は主管機関は，人民法院に対して当該決定の取消を請求することが

できる。但し，寄付法人が当該決定に基づき善意の相手方と形成した民事法律関係は影

響を受けない。

第９５条【公益非営利法人終了時の残余財産処理】

公益目的で成立した非営利法人が終了する場合，出資者，設立者又は会員に残余財産

を分配してはならない。残余財産は法人の定款規定又は権力機関の決議に従って公益目
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的に用いなければならない。法人の定款規定又は権力機関の決議に従って処理すること

ができない場合，主管機関が主宰して，趣旨が同じ又は類似する法人に移管するとともに，

社会に公告する。

第四節　特別法人

第９６条【特別法人の類型】

本節に規定する機関法人，農村集団経済組織法人，都市農村合作経済組織法人，基層

大衆性自治組織法人を特別法人とする。

第９７条【機関法人】

独立の経費を有する機関，行政職能を担う法定機関は，成立日から，機関法人資格を

有し，その職能履行のために必要な民事活動を行うことができる。

第９８条【機関法人の終了】

機関法人が取り消された場合，法人は終了し，その民事権利と義務は，後任の機関法

人が享有し，負担する。後任の機関法人がない場合は，その機関法人を取り消した機関

法人が享有し，負担する。

第９９条【農村集団経済組織法人】

農村集団経済組織は，法に基づき法人資格を取得する。

２　法律，行政法規に農村集団経済組織について規定がある場合，その規定による。

第１００条【都市農村の合作経済組織法人】

都市，農村の合作経済組織は，法に基づき法人資格を取得する。

２　法律，行政法規に都市，農村の合作経済組織について規定がある場合，その規定による。

第１０１条【基層大衆性自治組織法人】

居民委員会，村民委員会は，基層大衆性自治組織法人資格を有し，職能を履行するた

めに必要な民事活動を行うことができる。

２　村の集団経済組織が設立されていない場合，村民委員会は法に基づき村の集団経済組

織の職能を代行することができる。

第四章　非法人組織

第１０２条【非法人組織の定義・範囲】

非法人組織は法人資格を有しないが，法に基づき自己名義で民事活動を行うことがで

きる組織である。

２　非法人組織は，個人独資企業，パートナーシップ企業，法人資格を有しない専業サー

ビス機構等を含む。

第１０３条【非法人組織の設立手続】

非法人組織は，法律の規定に従って登記しなければならない。

２　非法人組織の設立について法律，行政法規の規定が関係機関の許認可を必要とする場

合，その規定による。
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第１０４条【非法人組織の債務負担と民事責任】

非法人組織の財産が債務の弁済に不足する場合，その出資者又は設立者は無限責任を

負う。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

第１０５条【非法人組織の代表者】

非法人組織は，当該組織を代表して民事活動を行う者を一人又は数人確定することが

できる。

第１０６条【非法人組織の解散事由】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，非法人組織は解散する。

（一）定款の規定する存続期間が満了し，又は定款の規定するその他の解散事由が発生

したとき

（二）出資者又は設立者が解散を決定したとき

（三）法律が規定するその他の状況

第１０７条【非法人組織の清算】

非法人組織が解散する場合，法に基づき清算を行わなければならない。

第１０８条【法人規定の参照適用】

非法人組織には，本章の規定を適用するほか，本編第三章第一節の関係規定を参照適

用する。

第五章　民事権利

第１０９条【一般的人格権】

自然人の人身の自由，人格の尊厳は，法律の保護を受ける。

第１１０条【民事主体の具体的人格権】

自然人は，生命権，身体権，健康権，氏名権，肖像権，名誉権，栄誉権，プライバシー

権，婚姻自主権等の権利を享有する。

２　法人，非法人組織は，名称権，名誉権及び栄誉権を享有する。

第１１１条【個人情報の法的保護】

自然人の個人情報は，法律の保護を受ける。いかなる組織又は個人も，他人の個人情

報を取得する必要がある場合，法律に基づき取得し，かつ情報の安全を確保しなければ

ならない。不法に他人の個人情報を収集，使用，加工，伝達してはならず，不法に他人

の個人情報を売買，提供又は公開してはならない。

第１１２条【婚姻，家族関係から生じる人身権】

自然人の婚姻家庭関係等により生じる人身権は，法律の保護を受ける。

第１１３条【財産権の平等保護】

民事主体の財産権は，法律による平等な保護を受ける。

第１１４条【物権の定義・類型】

民事主体は法に基づき物権を享有する。

２　物権は，権利者が法に基づき特定の物に対して有する直接的に支配する，排他的な権
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利であり，所有権，用益物権及び担保物権を含む。

第１１５条【物権の客体】

物は，不動産及び動産を含む。法律が物権の客体として権利を規定する場合，その規

定による。

第１１６条【物権法定原則】

物権の種類及び内容は，法律により規定する。

第１１７条【収用・徴用】

公共利益の必要のため，法律の規定する権限及び手続に従って不動産又は動産を収用，

徴用する場合，公平で合理的な補償をしなければならない。

第１１８条【債権の定義】

民事主体は，法に基づき債権を享有する。

２　債権は，契約，権利侵害行為，事務管理，不当利得及び法律のその他の規定により，

権利者が特定の義務者に対して一定の作為又は不作為を請求する権利である。

第１１９条【契約の拘束力】

法に基づき成立した契約は，当事者に対して法的拘束力を有する。

第１２０条【権利侵害責任の負担】

民事権益が侵害を受けた場合，被侵害者は権利侵害者に対して権利侵害責任の負担を

請求する権利を有する。

第１２１条【事務管理】

法定又は約定の義務がなく，他人の利益が損害を受けることを避けるために管理を行っ

た者は，受益者に対してこれにより支払った必要費用の償還を請求する権利を有する。

第１２２条【不当利得】

他人が法律の根拠なく不当に利益を取得した場合，損害を受けた者は，その不当な利

益の返還を請求する権利を有する。

第１２３条【知的財産権】

民事主体は，法に基づき知的財産権を享有する。

２　知的財産権は，権利者が法に基づき次の各号に掲げる客体に対して享有する専有的権

利である。

（一）著作物

（二）発明，実用新案，意匠

（三）商標

（四）地理的表示

（五）営業秘密

（六）集積電子回路配置図設計

（七）植物新品種

（八）法律が規定するその他の客体
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第１２４条【相続権】

自然人は，法に基づき相続権を享有する。

２　自然人の合法的私有財産は，法に基づき相続することができる。

第１２５条【投資性権利】

民事主体は，法に基づき株主権［股权］及びその他投資性の権利を享有する。

第１２６条【法律の規定するその他の民事権利・利益】

民事主体は，法律の規定するその他の民事権利と利益を享有する。

第１２７条【データ，仮想財産の保護】

法律が，データ，インターネット上の仮想財産に対して保護規定を規定する場合，そ

の規定による。

第１２８条【民事権利保護の特別規定】

法律が未成年者，高齢者，障害者，女性，消費者等の民事権利について特別な保護規

定を置く場合，その規定による。

第１２９条【民事権利の取得方式】

民事権利は，民事法律行為，事実行為，法律の規定する事件又は法律の規定するその

他の方式によって取得することができる。

第１３０条【民事権利の行使】

民事主体は，自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使し，干渉を受けない。

第１３１条【権利行使と義務履行の一致】

民事主体が権利を行使するとき，法律が規定し，当事者が約定した義務を履行しなけ

ればならない。

第１３２条【民事権利の濫用禁止】

民事主体は，民事権利を濫用して国家利益，社会公共利益又は他人の合法的権益を害

してはならない。

第六章　民事法律行為

第一節　一般規定

第１３３条【民事法律行為の定義】

民事法律行為は，民事主体が意思表示により民事法律関係を設定，変更，終了する行

為である。

第１３４条【民事法律行為の成立】

民事法律行為は，双方又は多方の意思表示の一致に基づいて成立することができ，一

方の意思表示によって成立することもできる。

２　法人，非法人組織が法律又は定款の規定する議事方式及び表決手続に基づいて決議を

行う場合，当該決議行為は成立する。

第１３５条【民事法律行為の形式】

民事法律行為は，書面形式，口頭形式又はその他の形式を採用することができる。法律，
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行政法規の規定又は当事者の約定で特定形式を採用する場合は，その特定形式を採用し

なければならない。

第１３６条【民事法律行為の発効】

民事法律行為は，その成立時に効力を生ずる。但し，法律に別段の規定又は当事者に

別段の約定がある場合を除く。

２　行為者は，法律の規定に基づかず，又は相手方の同意を得ずに，民事法律行為を無断

で変更又は解除してはならない。

第二節　意思表示

第１３７条【相手方ある意思表示の発効】

対話方式で行った意思表示は，相手方がその内容を知った時に効力を生じる。

２　非対話方式で行った意思表示は，相手方に到達した時に効力を生ずる。非対話方式で

行ったデータ電文形式を採用した意思表示は，相手方が特定システムによるデータ電文

の受信を指定している場合，当該データ電文が当該特定システムに入った時に効力を生

ずる。特定システムを指定していない場合は，当該データ電文がそのシステムに入った

ことを相手方が知り又は知り得べき時に効力を生ずる。当事者がデータ電文形式の意思

表示の効力を生ずる時間につき別途約定している場合には，その約定に従う。

第１３８条【相手方なき意思表示の発効】

相手方なき意思表示は，表示が完成した時に効力を生ずる。法律に別段の規定がある

場合，その規定による。

第１３９条【公告方式の意思表示】

公告方式で行う意思表示は，公告を発表した時に効力を生ずる。

第１４０条【意思表示の方式】

行為者は明示又は黙示により意思表示を行うことができる。

２　沈黙は，法律の規定，当事者の約定又は当事者間の取引慣習に適合する場合に限り，

意思表示とみなすことができる。

第１４１条【意思表示の撤回】

行為者は意思表示を撤回することができる。意思表示撤回の通知は，意思表示が相手

方に到達する前又は意思表示と同時に相手方に到達しなければならない。

第１４２条【意思表示の解釈】

相手方のある意思表示の解釈は，使用されている語句に従い，関連条項，行為の性質

と目的，慣習及び誠実信用原則を結合して意思表示の意味を確定しなければならない。

２　相手方なき意思表示の解釈は，使用されている語句に完全に拘泥してはならず，かつ

関連条項，行為の性質と目的，慣習及び誠実信用原則を結合して行為者の真実の意思を

確定しなければならない。
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第三節　民事法律行為の効力

第１４３条【民事法律行為の有効要件】

次の各号に掲げる条件を具備した民事法律行為は有効である。

（一）行為者が相応する民事行為能力を有すること

（二）意思表示が真実であること

（三）法律，行政法規の強行規定に違反せず，公序良俗に反しないこと

第１４４条【民事行為無能力者の民事法律行為・無効】

民事行為無能力者が行った民事法律行為は無効である。

第１４５条【制限民事行為能力者の民事法律行為】

制限民事行為能力者が行った単に利益を得る民事法律行為又はその年齢，知力，精神

の健康状況に相応する民事法律行為は有効である。その他の民事法律行為を行った場合

は，法定代理人の同意又は追認を経た後有効となる。

２　相手方は，法定代理人に対して通知を受け取った日から３０日以内に追認するよう催

告することができる。法定代理人が意思表示を行わない場合は，追認を拒絶したものと

みなす。民事法律行為が追認される前，善意の相手方は，取消権を有する。取消は通知

の方式で行わなければならない。

第１４６条【虚偽表示と隠匿行為の処理】

行為者が相手方と虚偽の意思表示により行った民事法律行為は無効とする。

２　虚偽の意思表示により隠匿した民事法律行為の効力は，関係の法律規定に従って処理

する。

第１４７条【重大な誤解】

重大な誤解に基づいて行った民事法律行為につき，行為者は，人民法院又は仲裁機関

に対して取消を請求する権利を有する。

第１４８条【詐欺】

一方の詐欺的手段により，相手方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為

につき，詐欺を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１４９条【第三者の詐欺】

第三者が詐欺行為を行い，一方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為に

つき，相手方が当該詐欺行為を知り又は知り得べき場合，詐欺を受けた者は，人民法院

又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１５０条【強迫】

一方又は第三者の強迫［胁迫］手段により，相手方に真実の意思に反する状況で行わ

せた民事法律行為につき，強迫［胁迫］を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に対して

取消を請求する権利を有する。

第１５１条【明らかに不公平】

一方が，相手方の危機困窮状態又は判断能力の欠如等の状況にあることを利用して民

事法律行為を成立させた時，明らかに公平を欠く場合は，損害を受けた者は，人民法院
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又は仲裁機関に取消を請求する権利を有する。

第１５２条【取消権の消滅】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，取消権は消滅する。

（一）当事者が取消事由を知り又は知り得べき日から１年以内に，重大な誤解のあった

当事者が取消事由を知り又は知り得べき日から９０日以内に取消権を行使しなかっ

たとき

（二）当事者が強迫を受け，強迫行為の終了した日から１年以内に取消権を行使しなかっ

たとき

（三）当事者が取消事由を知った後，取消権の放棄を明確に表示し，又は自己の行為に

より表明したとき

２　当事者が民事法律行為の効力発生日から５年以内に取消権を行使しない場合，取消権

は消滅する。

第１５３条【法律，行政法規の強行法規等の違反】

法律，行政法規の強行規定に違反する民事法律行為は無効とする。但し，当該強行規

定が当該民事法律行為の無効を導かない場合を除く。

２　公序良俗に反する民事法律行為は無効とする。

第１５４条【悪意通謀による行為】

行為者と相手方が悪意をもって通謀し，他人の合法的権益を害する民事法律行為は無

効とする。

第１５５条【無効，取消の効果】

無効の，又は取り消された民事法律行為は，初めから法的拘束力を有しない。

第１５６条【民事法律行為の一部無効】

民事法律行為の一部が無効で，その他の部分の効力に影響を与えない場合，その他の

部分は依然として有効である。

第１５７条【無効，取消の法律効果】

民事法律行為が無効，取り消され，又は効力の不発生が確定した後，行為者が当該行

為によって取得した財産は返還しなければならない。返還不能又は返還する必要がない

場合，金銭に換算して補償しなければならない。過失のあった一方は，これにより相手

方が被った損害を賠償しなければならない。各当事者に過失があった場合，各自が相応

する責任を負担しなければならない。法律に別段の規定がある場合は，その規定による。

第四節　条件付，期限付の民事法律行為

第１５８条【条件付民事法律行為】

民事法律行為には条件を付することができる。但し，その性質により条件を付するこ

とができない場合を除く。停止条件付民事法律行為は，条件が成就した時に効力を生ずる。

解除条件付民事法律行為は，条件が成就した時に効力が消滅する。
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第１５９条【条件成就又は不成就の擬制】

条件付民事法律行為は，当事者が自己の利益のために条件成就を不当に阻止した場合，

条件は既に成就したものとみなす。条件成就を不当に促した場合，条件は成就していな

いものとみなす。

第１６０条【期限付民事法律行為】

民事法律行為には期限を付することができる。但し，その性質により期限を付するこ

とができない場合を除く。始期付民事法律行為は期限が到来した時に効力を生ずる。終

期付民事法律行為は期限が満了した時に効力を失う。

第七章　代理

第一節　一般規定

第１６１条【代理の適用範囲】

民事主体は，代理人を通じて民事法律行為を行うことができる。

２　法律の規定，当事者の約定又は民事法律行為の性質により，本人が自ら行うべき民事

法律行為は，代理してはならない。

第１６２条【代理の効力】

代理人が代理の権限内において，被代理人名義で行った民事法律行為は，被代理人に

対して効力を生ずる。

第１６３条【代理の種類】

代理には，委任代理［委托代理］と法定代理を含む。

２　委任代理人は，被代理人の委任に基づき代理権を行使する。法定代理人は，法律の規

定に従って代理権を行使する。

第１６４条【不当な代理行為の民事責任】

代理人が職責を履行せず，又は不完全な履行により被代理人に損害を与えた場合，民

事責任を負担しなければならない。

２　代理人と相手方が悪意をもって通謀して本人の合法的権益を害した場合，代理人と相

手方は連帯責任を負担しなければならない。

第二節　委任代理

第１６５条【授権委任状】

委任代理の授権において書面形式を採用した場合，授権委任状には代理人の氏名又は

名称，代理事項，権限及び期限を明記し，かつ本人が署名又は押印しなければならない。

第１６６条【共同代理】

数人が同一の代理事項についての代理人となる場合，代理権を共同して行使しなけれ

ばならない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第１６７条【違法な代理と民事責任】

代理事項が違法であることを代理人が知り又は知り得べきでありながら代理行為を
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行った場合，又は代理人の代理行為が違法であることを被代理人が知り又は知り得べき

でありながら未だ反対の表示を行わなかった場合には，被代理人及び代理人は，連帯責

任を負わなければならない。

第１６８条【自己契約，双方代理の禁止】

代理人は，被代理人名義で自己と民事法律行為を行ってはならない。但し，被代理人

が同意又は追認した場合を除く。

２　代理人は，被代理人名義で自己が同時に代理しているその他の者と民事法律行為を行っ

てはならない。但し，被代理人の双方が同意又は追認した場合を除く。

第１６９条【委任代理の復代理】

代理人は，第三者に復任する必要がある場合，被代理人の同意又は追認を取得しなけ

ればならない。

２　復代理について被代理人の同意又は追認を経ている場合，被代理人は代理事務につい

て復代理人たる第三者に直接指示することができ，代理人は第三者の選任及びその第三

者への指示についてのみ責任を負う。

３　復代理について被代理人の同意又は追認を経ていない場合，代理人は復任した第三者

の行為に対して責任を負う。但し，緊急の状況下において代理人が被代理人の利益を保

護するために第三者に代理を復任する必要がある場合を除く。

第１７０条【職務代理】

法人又は非法人組織の業務を執行する者が，その職権の範囲内の事項について，法人

又は非法人組織の名義で民事法律行為を行うとき，法人又は非法人組織に対して効力を

生ずる。

２　法人又は非法人組織が，その業務を執行する者の職権範囲に対して加えた制限は，善

意の相手方に対抗することができない。

第１７１条【無権代理】

行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権が終了した後，依然として代理行

為を行い，被代理人の追認を経ない場合，被代理人に対して効力を生じない。

２　相手方は，被代理人に対して通知受領日から３０日以内に追認するよう催告すること

ができる。被代理人が意思表示を行わない場合，追認を拒絶したものとみなす。行為者

の行った行為が追認される前，善意の相手方は取消の権利を有する。取消は通知の方式

により行わなければならない。

３　行為者の行った行為が未だ追認されない場合，善意の相手方は，行為者に対して債務

の履行を請求し，又はそれにより被った損害について行為者に対して賠償を請求する権

利を有する。但し，賠償範囲は被代理人が追認した場合に獲得できる利益を超過しては

ならない。

４　行為者が無権代理であることを相手方が知り又は知り得べき場合，相手方及び行為者

は，各自の過失に従って責任を負担する。
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第１７２条【表見代理】

行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権終了後に，依然として代理行為を

行い，相手方において行為者に代理権ありと信じる理由がある場合，代理行為は有効と

する。

第三節　代理の終了

第１７３条【委任代理の終了事由】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，委任代理は終了する。

（一）代理期限が到来し，又は代理事務が完成したとき

（二）被代理人が委任を取り消し，又は代理人が辞任したとき

（三）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（四）代理人又は被代理人が死亡したとき

（五）代理人又は被代理人としての法人，非法人組織が終了したとき

第１７４条【被代理人死亡後の代理行為が有効となる場合】

被代理人が死亡した後，次に掲げる状況のいずれかがある場合，委任代理人が行った

代理行為は有効とする。

（一）代理人が被代理人の死亡を知らず，かつ知り得べきでないとき

（二）本人の相続人が承認するとき

（三）授権において代理権が代理事項の完成時に終了する旨が明確にされていたとき

（四）本人が死亡する前に既に行い，本人の相続人の利益のために代理を継続したとき

２　被代理人としての法人，非法人組織が終了した場合，前項の規定を参照適用する。

第１７５条【法定代理の終了事由】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，法定代理は終了する。

（一）被代理人が完全民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（三）代理人又は被代理人が死亡したとき

（四）法律が規定するその他の状況

第八章　民事責任

第１７６条【民事義務と責任】

民事主体は，法律の規定又は当事者の約定に従って民事義務を履行し，民事責任を負

担する。

第１７７条【責任比率による負担】

二人以上が法に基づき分割責任［按份责任］を負い，その責任の大小が確定できる場合，

各自は相応する責任を負う。責任の大小を確定できない場合は，均等に責任を負う。

第１７８条【連帯責任】

二人以上が法に基づき連帯責任を負う場合，権利者はその一部又は全部の責任負担を
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連帯責任者に対して請求する権利を有する。

２　連帯責任者の責任負担額は，各自の責任の大小に基づき確定する。責任の大小を確定

することが難しい場合，均等に責任を負う。実際に負担した責任が自己の責任負担額を

超過した連帯責任者は，他の連帯責任者に対して求償権を有する。

３　連帯責任は，法律の規定又は当事者の約定による。

第１７９条【民事責任の負担方式】

民事責任の負担方式には，主に次のものがある。

（一）侵害の停止

（二）妨害の排除

（三）危険の除去

（四）財産の返還

（五）原状回復

（六）修理，再製作，交換

（七）履行の継続

（八）損害の賠償

（九）違約金の支払い

（十）影響の除去，名誉の回復

（十一）謝罪

２　法律が懲罰的賠償を規定する場合，その規定による。

３　本条の規定する民事責任の負担方式は，単独で適用することができ，組み合わせて適

用することもできる。

第１８０条【不可抗力による不履行】

不可抗力により民事上の義務を履行することができない場合，民事責任を負担しない。

法律に別段の規定がある場合，その規定による。

２　不可抗力とは，予見不可能，回避不可能で，かつ克服不可能な客観的状況をいう。

第１８１条【正当防衛】

正当防衛により損害を与えた場合，民事責任を負担しない。

２　正当防衛が必要な限度を超え，生ずべきでない損害を与えた場合，正当防衛者は，適

切な民事責任を負担しなければならない。

第１８２条【緊急避難】

緊急避難により損害を与えた場合，危険な状況を生じさせた者が民事責任を負担する。

２　危険が自然原因によって生じた場合，緊急避難者は民事責任を負担せず，適切な補償

をすることができる。

３　緊急避難により不当な又は必要な限度を超える措置を講じて生ずべきでない損害を与

えた場合，緊急避難者は適切な民事責任を負担しなければならない。

第１８３条【他人の民事権益保護による損害】

他人の民事権益を保護するため自己が損害を受けた場合，権利侵害者が民事責任を負
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担し，受益者は適切な補償をすることができる。権利侵害者が不存在，権利侵害者が逃

亡し，又は権利侵害者が民事責任の負担能力がない場合，損害を受けた者が補償を請求

するときは，受益者は適切な補償をしなければならない。

第１８４条【緊急救助行為】

自己の意思で緊急救助行為を行ったことにより被救助者に損害を与えた場合，救助者

は民事責任を負担しない。

第１８５条【英雄烈士等の権利侵害】

英雄烈士等の氏名，肖像，名誉，栄誉を侵害し，社会公共利益を害した場合，民事責

任を負わなければならない。

第１８６条【違約責任と侵権責任の競合】

当事者の一方の違約行為により相手方の人身権益，財産権益に損害を与えた場合，損

害を受けた者は，違約責任の負担又は権利侵害責任の負担を選択請求する権利を有する。

第１８７条【責任競合時の民事責任優先】

民事主体が同一行為により民事責任，行政責任及び刑事責任を負うべき場合，行政責

任又は刑事責任を負うことは，民事責任を負うことに影響しない。民事主体の財産が支

払に不足する場合，優先的に民事責任の負担に用いる。

第九章　訴訟時効

第１８８条【一般訴訟時効】

人民法院に対して民事権利の保護を請求する訴訟時効期間は３年とする。法律に別段

の規定がある場合，その規定による。

２　訴訟時効期間は権利者が権利について損害を受けたこと及び義務者を知り又は知り得

べき日から起算する。法律に別段の規定がある場合，その規定による。但し，権利が損

害を受けた日から起算して２０年を超えた場合，人民法院は保護しない。特殊な状況が

ある場合，人民法院は権利者の申請に基づき延長を決定できる。

第１８９条【分割履行債務の訴訟時効】

当事者が同一債務を分割履行する旨を約定している場合，訴訟時効期間は，最後の一

期の履行期限が到来した日から起算する。

第１９０条【法定代理者に対する請求】

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者のその法定代理人に対する請求権の訴訟時

効は，当該法定代理関係が終了した日から起算する。

第１９１条【未成年者の性的侵害による損賠請求】

未成年者が性的侵害を受けた場合の損害賠償請求権に関する訴訟時効期間は，被害者

が満１８歳になった日から起算する。

第１９２条【訴訟時効期間満了の法的効果】

訴訟時効期間が満了した場合，義務者は義務不履行の抗弁を提出することができる。

２　訴訟時効期間の満了後，義務者が履行に同意した場合，訴訟時効期間の満了を理由と
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して抗弁することはできない。義務者が自由意思で履行した場合，返還請求をすること

ができない。

第１９３条【法院は訴訟時効の自発的適用不可】

人民法院は，訴訟時効の規定を自発的に適用してはならない。

第１９４条【訴訟時効の停止】

訴訟時効期間の最後の６か月内において，次に掲げる障害により，請求権を行使する

ことができない場合，訴訟時効は停止する。

（一）不可抗力

（二）民事行為無能力者又は制限民事行為能力者に法定代理人がいない，又は法定代理

人が死亡し，民事行為能力を喪失し，代理権を喪失したこと

（三）相続の開始後，相続人又は遺産管理人が確定していないこと

（四）権利者が義務者又はその他の者に支配されていること

（五）権利者による請求権行使を不能にするその他の障害

２　時効停止の原因が除去された日から満６か月により，訴訟時効期間は満了する。

第１９５条【訴訟時効の中断】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，訴訟時効は中断し，中断又は関係手続が

終結した時から訴訟時効期間を改めて計算する。

（一）権利者が義務者に対して履行請求を提出したとき

（二）義務者が義務履行に同意したとき

（三）権利者が訴訟を提起し，又は仲裁を申し立てたとき

（四）訴訟提起又は仲裁申立てと同等の効力を有するその他の状況

第１９６条【訴訟時効の不適用】

次の各号に掲げる請求権には訴訟時効を適用しない。

（一）侵害停止，妨害排除，危険除去の請求

（二）不動産物権及び登記した動産の物権者による財産返還請求

（三）養育費，扶養費［赡养费］又は扶養費の支払請求

（四）法に基づき訴訟時効を適用しないその他の請求権

第１９７条【訴訟時効規定の強行性】

訴訟時効の期間，計算方法及び停止，中断事由は，法律によって規定し，当事者によ

る約定は無効である。

２　当事者の訴訟時効利益に対する事前放棄は無効である。

第１９８条【仲裁時効】

法律が仲裁時効について規定する場合，その規定による。法律が仲裁時効について規

定していない場合，訴訟時効の規定を適用する。

第１９９条【除斥期間】

法律の規定又は当事者が合意した取消権，解除権等の権利の存続期間については，法

律に別段の規定がある場合を除き，権利者が権利の発生を知り又は知り得べき日から起
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算し，訴訟時効の停止，中断及び延長の関係規定は適用しない。存続期間が満了したとき，

取消権，解除権等の権利は消滅する。

第十章　期間の計算

第２００条【期間の計算単位】

民法にいう期間は，西暦年，月，日，時間によって計算する。

第２０１条【期間の起算】

年，月又は日によって期間を計算する場合，開始の当日は不算入とし，翌日から計算

を開始する。

２　時間によって期間を計算する場合，法律の規定する，又は当事者の約定した時間から

計算を開始する。

第２０２条【期間の終了】

年，月によって期間を計算する場合，最終月の対応する日を期間の最終日とする。対

応する日がない場合，月末の日を期間の最終日とする。

第２０３条【期間計算の特別規定】

期間の最終日が法定休日である場合，法定休日が終了した翌日を期間の最終日とする。

２　期間の最終日の終了時間は２４時とする。業務時間がある場合は，業務活動の停止時

間を終了時間とする。

第２０４条【期間の法定又は約定】

期間の計算方法は本法の規定による。但し，法律に別段の規定又は当事者に別段の約

定がある場合を除く。

第二編　物権 3

第一分編　通則

第一章　一般規定

第２０５条【物権編の調整範囲】

本編は物の帰属と利用によって生じる民事関係を調整する。

第２０６条【基本経済制度と社会主義市場経済原則】

国家は公有制を主体として，多様な所有制経済を共同発展させ，労働に応じた分配を

主体とし，多様な分配方式が併存する，社会主義市場経済体制等の社会主義基本経済制

度を堅持し整備する。

２　国家は公有制経済を強固にして発展させ，非公有制経済の発展を奨励し，支持し導く。

３　国家は社会主義市場経済を実行し，すべての市場主体の平等な法的地位と発展の権利

3　 新法第二編「物権」では，現行物権法（２００７年成立，全２４７条）を基礎として，財産権保護制度
を強化し，帰属が明らかで，権限・責任が明確で，厳格に保護され，円滑な流通が確保された現代の財産
権制度を整備するという党中央から示された要求に従い，実務上のニーズを踏まえて，物権法制度の一層
の充実が図られている。
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を保障する。

第２０７条【平等保護原則】

国家，集団，私人の物権及びその他の権利者の物権は法律による平等な保護を受け，

いかなる組織又は個人も侵害してはならない。

第２０８条【物権公示原則】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，法律の規定に従って登記しなければなら

ない。動産物権の設定及び譲渡は，法律の規定に従って引き渡さなければならない。

第二章　物権の設定，変更，譲渡及び消滅

第一節　不動産登記

第２０９条【不動産物権の登記による発効】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，法に基づく登記を経て効力を生じる。登

記を経ていない場合，効力を生じない。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

２　法に基づき国家所有に属する自然資源は，所有権の登記を行わなくてもよい。

第２１０条【不動産登記機関と不動産統一登記】

不動産登記は，不動産所在地の登記機関が行う。

２　国家は不動産に対して統一登記制度を実行する。統一登記の範囲，登記機関及び登記

方法は，法律，行政法規によって規定する。

第２１１条【不動産登記申請の必要資料】

当事者が登記を申請する場合，それぞれの登記事項に応じて権利帰属の証明及び不動

産の境界，面積等の必要資料を提出しなければならない。

第２１２条【不動産登記機関の職責】

登記機関は次に掲げる職責を履行しなければならない。

（一）申請人が提出した権利帰属証明及びその他の必要資料を審査すること

（二）登記の関係事項について申請人に質問すること

（三）事実の通り，速やかに関係事項を登記すること

（四）法律，行政法規が規定するその他の職責

２　登記申請された不動産の関連状況についてさらに証明が必要である場合，登記機関は

申請人に資料の補充を求めることができ，必要な場合は実地検査を行うことができる。

第２１３条【不動産登記機関の禁止行為】

登記機関は次に掲げる行為を行ってはならない。

（一）不動産評価を求めること

（二）年度検査等の名目で重複して登記を行うこと

（三）登記の職責範囲を超えるその他の行為

第２１４条【不動産物権変動の発効時期】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅につき法律の規定に従って登記しなければな

らない場合，不動産登記簿に記載された時から効力を生じる。
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第２１５条【債権的効力と物権的効力の区別】

当事者間で不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅に関する契約を締結する場合，法

律に別段の規定又は当事者に別段の約定がある場合を除き，契約が成立した時から効力

を生じる。物権登記をしていない場合，契約の効力に影響しない。

第２１６条【不動産登記簿の効力と管理機関】

不動産登記簿は物権の帰属及び内容の根拠である。

２　不動産登記簿は登記機関が管理する。

第２１７条【不動産登記簿と不動産権利証書の関係】

不動産権利証書は権利者が当該不動産物権を享有することの証明である。不動産権利

証書に記載された事項は，不動産登記簿と一致していなければならない。記載が一致し

ていない場合，不動産登記簿に確かに誤りがあることを証する証拠がある場合を除き，

不動産登記簿を基準とする。

第２１８条【不動産登記資料の閲覧・複製】

権利者，利害関係人は，不動産登記資料について閲覧，複製を申請することができ，

登記機関は提供しなければならない。

第２１９条【不動産登記情報の保護】

利害関係人は権利者の不動産登記資料を公開し，違法に使用してはならない。

第２２０条【不動産の更正登記と異議登記】

権利者，利害関係人は不動産登記簿の記載事項に誤りがあると認める場合，更正登記

を申請できる。不動産登記簿に記載された権利者が書面により更正に同意する，又は登

記に確かに誤りがあることを証する証拠がある場合，登記機関は更正しなければならな

い。

２　不動産登記簿に記載された権利者が更正に同意しない場合，利害関係人は異議登記を

申請できる。登記機関が異議登記を行った場合に，申請人が異議登記の日から１５日以

内に訴えを提起しないときは，異議登記は失効する。異議登記が不当であることに起因

して権利者に損害を与えた場合には，権利者は申請人に損害賠償を請求できる。

第２２１条【予告登記】

当事者は家屋の売買合意を締結し又はその他の不動産物権の売買合意を締結する場合，

将来の物権の実現を保障するために，約定に従って登記機関に予告登記を申請できる。

予告登記の後，予告登記の権利者の同意を得ずに，当該不動産を処分した場合は，物権

的効力を生じない。

２　予告登記の後，債権が消滅し又は不動産登記を行うことができる日から９０日以内に

登記を申請しない場合，予告登記は失効する。

第２２２条【不動産登記過誤による損害賠償責任】

当事者は虚偽の資料を提出して登記を申請し，他人に損害を与えた場合，賠償責任を

負わなければならない。

２　登記の誤りにより，他人に損害を与えた場合，登記機関は賠償責任を負わなければな



54

らない。登記機関は賠償した後，登記の誤りを生じさせた者に求償することができる。

第２２３条【不動産登記費用】

不動産登記費用は１件ごとに徴収し，不動産の面積，体積又は価格の比率に従って徴

収してはならない。

第二節　動産の引渡し

第２２４条【動産物権変動の発効】

動産物権の設定及び譲渡は，引渡しの時から効力を生じる。但し，法律に別段の規定

がある場合を除く。

第２２５条【船舶，航空機，自動車等の物権登記】

船舶，航空機及び自動車等の物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，登記を経なければ，

善意の第三者に対抗することができない。

第２２６条【簡易の引渡し】

動産物権の設定及び譲渡の前に，権利者がすでに当該動産を占有している場合，物権

は民事法律行為が発効した時から効力を生じる。

第２２７条【指図による引渡し】

動産物権の設定及び譲渡の前に，第三者が当該動産を占有している場合，引渡義務を

負う者は第三者に対して原物の返還を請求する権利の譲渡によって引渡しに代えること

ができる。

第２２８条【占有改定による引渡し】

動産物権を譲渡するとき，当事者に譲渡人が当該財産の占有を継続する旨の約定があ

る場合，物権は当該約定が発効した時から効力を生じる。

第三節　その他の規定

第２２９条【法律文書・収用等による物権変動の発効時期】

人民法院，仲裁機構の法律文書又は人民政府の収用決定等によって物権を設定，変更，

移転又は消滅させる場合，法律文書又は人民政府の収用決定等が発効した時から効力を

生じる。

第２３０条【相続による物権取得】

相続により物権を取得する場合，相続開始の時から効力を生じる。

第２３１条【事実行為による物権の設定・消滅】

家屋の合法な建造，収去等の事実行為により物権を設定又は消滅させる場合，事実行

為が完了した時から効力を生じる。

第２３２条【民事法律行為によらず享有した不動産の物権変動】

本節の規定に従って享有した不動産物権を処分する際，法律の規定に従って登記をす

る必要がある場合，登記を経なければ，物権的効力を生じない。
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第三章　物権の保護

第２３３条【物権侵害の解決手続】

物権が侵害を受けた場合，権利者は，和解，調解，仲裁，訴訟等の手段により解決す

ることができる。

第２３４条【物権確認請求権】

物権の帰属，内容に起因して紛争が発生した場合，利害関係人は権利の確認を請求す

ることができる。

第２３５条【原物返還請求権】

権原なく不動産又は動産が占有された場合，権利者は原物の返還を請求することがで

きる。

第２３６条【妨害排除，危険除去の請求】

物権が妨害され又は物権が妨害されるおそれがある場合，権利者は妨害排除又は危険

除去を請求することができる。

第２３７条【修理，再製作，交換，原状回復の請求】

不動産又は動産が毀損された場合，権利者は法に基づき修理，再製作，交換又は原状

回復を請求することができる。

第２３８条【物権侵害による損害賠償請求】

物権侵害により権利者が損害を受けた場合，権利者は法に基づき損害賠償を請求する

ことができ，法に基づきその他の民事責任負担を請求することもできる。

第２３９条【物権保護方式】

本章に規定する物権保護の方式は，単独で適用することができ，権利侵害の状況に基

づき組み合わせて適用することもできる。

第二分編　所有権

第四章　一般規定

第２４０条【所有権の定義】

所有権者は，自己の不動産又は動産に対して，法に基づき占有，使用，収益及び処分

する権利を享有する。

第２４１条【他物権の設定】

所有権者は，自己の不動産又は動産の上に用益物権及び担保物権を設定する権利を有

する。用益物権者，担保物権者は権利を行使する場合，所有権者の権益を侵害してはな

らない。

第２４２条【国家の専属財産】

法律の規定により国家所有に専属する不動産及び動産は，いかなる組織又は個人も所

有権を取得することができない。

第２４３条【収用】

公共利益の必要のために，法律の規定する権限及び手続に従って集団が所有する土地
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と組織，個人の家屋及びその他の不動産を収用することができる。

２　集団が所有する土地を収用する場合，法に基づき速やかに土地補償費，移転補助金，

及び農村村民住宅，その他の地上付着物と青田等の補償費用の満額を支払い，かつ被収

用地の農民の社会保障費用を手配し，被収用地の農民の生活を保障し，被収用地の農民

の合法的権益を維持保護しなければならない。

３　収用組織，個人の家屋及びその他の不動産を収用する場合，法に基づき収用補償を与え，

被収用者の合法的権益を維持保護しなければならない。個人の住宅を収用する場合，さ

らに被収用者の居住条件を保障しなければならない。

４　いかなる組織又は個人も収用補償費等の費用の横領，流用，私的分配，留め置き，支

払遅延をしてはならない。

第２４４条【耕地の収用制限】

国家は，耕地に対する特別保護を実行し，農用地の建設用地への転換を厳格に制限し，

建設用地の総量を制御する。法律の規定する権限及び手続に違反して集団が所有する土

地を収用してはならない。

第２４５条【緊急徴用】

応急措置，被災者救済，感染症予防抑制等の緊急の必要により，法律の規定する権限

及び手続に従って組織，個人の不動産又は動産を徴用することができる。徴用された不

動産又は動産は，使用後に被徴用者に返還しなければならない。組織，個人の不動産又

は動産が徴用され又は徴用後に毀損，滅失した場合は，補償を与えなければならない。

第五章　国家所有権及び集団所有権，私人所有権

第２４６条【国家所有権の範囲，性質及び行使】

法律が国家所有と規定する財産は国家所有，すなわち全人民の所有に属する。

２　国有財産は，国務院が国家を代表して所有権を行使する。法律に別段の規定がある場合，

その規定による。

第２４７条【鉱物資源，河川，海域】

鉱物資源，河川，海域は国家所有に属する。

第２４８条【海洋無人島】

海洋無人島は国家所有に属し，国務院が国家を代表して海洋無人島の所有権を行使す

る。

第２４９条【国家所有の土地】

都市の土地は，国家所有に属する。法律が国家所有と規定する農村及び都市近郊の土

地は，国家所有に属する。

第２５０条【国家所有の自然資源】

森林，山岳，草原，荒地，干潟等の自然資源は，国家所有に属する。但し，法律が集

団所有と規定する場合を除く。
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第２５１条【国家所有の野生動植物資源】

法律が国家所有と規定する野生動植物資源は，国家所有に属する。

第２５２条【無線周波数帯域資源】

無線周波数帯域資源は，国家所有に属する。

第２５３条【文化財】

法律が国家所有と規定する文化財は，国家所有に属する。

第２５４条【国防資産，インフラ施設】

国防資産は，国家所有に属する。

２　鉄道，道路，電力施設，電信施設及び石油・ガスパイプライン等のインフラ施設は，

法律が国家所有と規定する場合，国家所有に属する。

第２５５条【国家機関の物権】

国家機関は，その直接支配する不動産及び動産に対して，占有，使用及び法律と国務

院の関連規定に従って処分する権利を有する。

第２５６条【国家運営事業組織の物権】

国家が運営する事業組織は，その直接支配する不動産及び動産に対して，占有，使用

及び法律と国務院の関係規定に従って収益，処分する権利を有する。

第２５７条【国有企業の出資者制度】

国家が出資する企業は，国務院，地方人民政府が法律，行政法規の規定に従って個別

に国家を代表して出資者の職責を履行し，出資者としての権益を有する。

第２５８条【国有財産の保護】

国家が所有する財産は，法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，

略奪，私的分配，留め置き，破壊を禁止する。

第２５９条【国有財産管理上の法律責任】

国有財産の管理，監督の職責を履行する機関及びその職員は，法に基づき国有財産に

対する管理，監督を強化し，国有財産の価値の維持増加を促進し，国有財産の損害を防

止しなければならない。職権の濫用，職務上の怠慢により，国有財産に損害を与えた場

合は，法に基づき法律責任を負わなければならない。

２　国有財産管理規定に違反して，企業体制の変更，合併・分割，関連取引等の過程において，

低価格の譲渡，共謀による私的分配，無断の担保及びその他の方式により国有財産に損

害を与えた場合は，法に基づき法律責任を負わなければならない。

第２６０条【集団所有財産の範囲】

集団所有の不動産及び動産は，次に掲げるものを含む。

（一）法律が集団所有と規定する土地及び森林，山岳，草原，荒地，干潟

（二）集団が所有する建物，生産施設，農業水利施設

（三）集団が所有する教育，科学，文化，衛生，体育等の施設

（四）集団が所有するその他の不動産及び動産
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第２６１条【農民集団所有権】

農民集団所有の不動産及び動産は，当該集団の構成員の集団所有に属する。

２　次に掲げる事項は，法定手続に従って当該集団の構成員が決定しなければならない。

（一）土地請負計画及び当該集団以外の組織又は個人への土地請負の発注

（二）個別の土地請負経営権者間の請負地調整

（三）土地補償費等の費用の使用，分配方法

（四）集団で出資した企業の所有権変動等の事項

（五）法律が規定するその他の事項

第２６２条【農民集団所有権の行使】

集団が所有する土地及び森林，山岳，草原，荒地，干潟等に対しては，次に掲げる規

定により所有権を行使する。

（一）村農民の集団所有に属する場合，村の集団経済組織又は村民委員会が法に基づき

集団を代表して所有権を行使する。

（二）個別に村内の二つ以上の農民の集団所有に属する場合，村内の各集団経済組織又

は村民グループが法に基づき集団を代表して所有権を行使する。

（三）郷鎮農民の集団所有に属する場合，郷鎮の集団経済組織が集団を代表して所有権

を行使する。

第２６３条【都市部集団所有権】

都市部の集団が所有する不動産及び動産は，法律，行政法規の規定に従って当該集団

が占有，使用，収益及び処分する権利を有する。

第２６４条【集団財産状況の公表】

農村集団経済組織又は村民委員会，村民グループは，法律，行政法規及び定款，村規

民約に従って当該集団構成員に集団財産の状況を公表しなければならない。集団構成員

は関連資料を閲覧，複製する権利を有する。

第２６５条【集団所有財産の保護】

集団が所有する財産は，法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，

略奪，私的分配，破壊も禁止する。

２　農村集団経済組織，村民委員会又はその責任者が下した決定が集団構成員の合法的権

益を侵害する場合，侵害を受けた集団構成員は人民法院に取消を請求することができる。

第２６６条【私人所有権】

私人は，その合法的な収入，家屋，生活用品，生産手段，原材料等の不動産及び動産

に対して所有権を有する。

第２６７条【私人の合法的財産の保護】

私人の合法的財産は法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，略奪，

破壊も禁止する。

第２６８条【企業出資者の権利保護】

国家，集団及び私人は，法に基づいて出資し，有限責任会社，株式会社又はその他の
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企業を設立することができる。国家，集団及び私人が所有する不動産又は動産を企業に

出資した場合，出資者が約定又は出資比率に従って資産の収益，重大な意思決定及び経

営管理者の選択等の権利を有し，かつ義務を履行する。

第２６９条【法人財産権】

営利法人は，その不動産及び動産に対して法律，行政法規及び定款に従って占有，使用，

収益及び処分する権利を有する。

２　営利法人以外の法人は，その不動産及び動産に対する権利について，関係する法律，

行政法規及び定款の規定を適用する。

第２７０条【社会団体法人，寄付法人の財産保護】

社会団体法人，寄付法人［捐助法人］が法に基づき所有する不動産及び動産は，法律

の保護を受ける。

第六章　区分所有者の建物区分所有権

第２７１条【建物区分所有権】

区分所有者は，建物内の住宅，事業用物件等の専有部分に対して所有権を有し，専有

部分以外の共有部分に対して共有及び共同管理の権利を有する。

第２７２条【区分所有者の専有部分に対する権利】

区分所有者は，その建物の専有部分に対して占有，使用，収益及び処分する権利を有

する。区分所有者が権利を行使する場合，建物の安全に危害を与えてはならず，その他

の区分所有者の合法的権益を侵害してはならない。

第２７３条【区分所有者の共有部分に対する権利義務】

区分所有者は，建物の専有部分以外の共有部分に対して，権利を有し，義務を負う。

権利の放棄による義務の不履行は許されない。

２　区分所有者が建物内の住宅，事業用物件を譲渡する場合，共有部分に対して有する共

有及び共同で管理する権利も併せて譲渡する。

第２７４条【建築区画内の道路，緑地等の共有】

建築区画内の道路は，区分所有者の共有に属する。但し，都市部の公道に属する場合

を除く。建築区画内の緑地は，区分所有者の共有に属する。但し，都市部の公共緑地又

は個人に属する旨が明示されている場合を除く。建築区画内のその他の公共場所，公共

施設及び不動産管理サービス用建物は，区分所有者の共有に属する。

第２７５条【駐車用区画，車庫の帰属】

建築区画内において，自動車駐車用に計画されている駐車場，車庫の帰属は，当事者

が売却，区分所有権取得付帯贈与又は賃貸等の方式により約定する。

２　区分所有者が共有する道路又はその他自動車の駐車に用いる区画は，区分所有者の共

有に属する。

第２７６条【駐車用区画・車庫と区分所有者のニーズ】

建築区画内において自動車駐車用に計画されている駐車場，車庫は，先ず区分所有者
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のニーズを満たさなければならない。

第２７７条【区分所有者総会，区分所有者委員会】

区分所有者は区分所有者総会を設立し，区分所有者委員会を選出することができる。

区分所有者総会，区分所有者委員会の成立の具体的な条件及び手続は，法律，法規の規

定による。

２　地方人民政府の関係部門，居民委員会は，区分所有者総会の設立及び区分所有者委員

会の選出に対して指導及び協力しなければならない。

第２７８条【区分所有者の共同決定事項及び表決手続】

次に掲げる事項は区分所有者が共同で決定する。

（一）区分所有者総会議事規則の制定及び改正

（二）管理規約の制定及び改正

（三）区分所有者委員会の選出又は区分所有者委員会委員の改選

（四）不動産管理サービス企業又はその他管理者の選任及び解任

（五）建物及びその付属施設のメンテナンス資金の使用

（六）建物及びその付属施設のメンテナンス資金の調達

（七）建物及びその付属施設の改築及び建替え

（八）共有部分の用途変更又は共有部分を利用した事業活動を行うこと

（九）共有及び共同で管理する権利に関するその他の重要事項

２　区分所有者が共同で決定する事項は，専有部分面積の三分の二以上を占める区分所有

者，かつ人数の三分の二以上を占める区分所有者が表決に参与しなければならない。前

項第６号から第８号の規定する事項を決定する場合，表決に参与した専有部分面積の四

分の三以上を占める区分所有者，かつ表決に参与した人数の四分の三以上を占める区分

所有者が同意しなければならない。前項のその他事項を決定する場合は，専有部分面積

の過半数の区分所有者が表決に参与し，かつ表決に参与した人数の過半数の区分所有者

が同意しなければならない。

第２７９条【住宅を事業用物件に変更する場合】

区分所有者は，法律，法規及び管理規約に違反して，住宅を事業用物件に変更しては

ならない。区分所有者は住宅を事業用物件に変更する場合，法律，法規及び管理規約を

遵守するほか，利害関係を有する区分所有者全員の同意を得なければならない。

第２８０条【区分所有者総会，区分所有者委員会の決定の効力】

区分所有者総会又は区分所有者委員会の決定は，区分所有者に対して法的拘束力を有

する。

２　区分所有者総会又は区分所有者委員会の下した決定が区分所有者の合法的権益を侵害

する場合，侵害を受けた区分所有者は人民法院に取消を請求することができる。

第２８１条【メンテナンス資金の帰属，用途，調達，使用】

建物及びその付属施設のメンテナンス資金は，区分所有者の共有に属する。区分所有

者が共同で決定した場合は，エレベーター，屋上，外壁，バリアフリー施設等の共有部
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分のメンテナンス，更新及び改造に用いることができる。建物及びその付属施設のメン

テナンス資金の調達，使用状況は定期的に公表しなければならない。

２　緊急状況下で建物及び付属施設の補修を必要とする場合，区分所有権者総会又は区分

所有者委員会が法に基づき建物及びその付属施設のメンテナンス資金の使用を申請する

ことができる。

第２８２条【共有部分利用による収益】

建設業者，不動産管理サービス企業又はその他管理者等が区分所有者の共有部分を利

用することにより発生した収入は，合理的なコストを控除した後に，区分所有者の共有

に属する。

第２８３条【建物及び付属施設の費用分担，収益分配】

建物及びその付属施設の費用分担，収益分配等の事項について約定がある場合，約定

に従う。約定がない又は約定が不明確である場合は，区分所有者の専有部分面積の占有

比率に従って確定する。

第２８４条【建物及び付属施設の管理】

区分所有者は，建物及びその付属施設を自ら管理することができ，不動産管理サービ

ス企業又はその他管理者に管理を委託することもできる。

２　建設業者が招聘した不動産管理サービス企業又はその他管理者に対して，区分所有者

は法に基づき更迭変更する権利を有する。

第２８５条【不動産管理サービス企業等の管理義務】

不動産管理サービス企業又はその他管理者は，区分所有者の委託に基づいて，本法第

三編の不動産管理サービス契約関係規定に従って建築区画内の建物及びその付属施設を

管理し，区分所有者の監督を受け，かつ区分所有者が提出した不動産管理サービス状況

に関する問合せに対して速やかに回答する。

２　不動産管理サービス企業又はその他管理者は，政府が法に基づき実施する緊急対応処

理措置及びその他管理措置に対して，積極的に協力し関連業務を展開しなければならな

い。

第２８６条【区分所有者の義務，区分所有者総会の職責】

区分所有者は，法律，法規及び管理規約を遵守し，関連する行為は資源節約，生態環

境保護の要求に適合しなければならない。不動産管理サービス企業又はその他管理者に

対して，法に基づき政府が緊急対応処理措置及びその他管理措置を実施する場合，区分

所有者は法に基づき協力しなければならない。

２　区分所有者総会又は区分所有者委員会は，ごみを無断で投棄し，汚染物又は騒音を排

出し，規定に違反して動物を飼育し，違法に建築し，通路を違法に占有し，不動産管理

費の支払いを拒絶する等の他人の合法的権益を侵害する行為に対して，法律，法規及び

管理規約に従って，侵害停止，妨害排除，危険除去，原状回復，損害賠償を行為者に請

求する権利を有する。

３　区分所有者又はその他の行為者が関連義務の履行を拒絶した場合，関係当事者は関係
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行政主管部門に苦情を申立てることができ，関係行政主管部門は法に基づきこれを処理

しなければならない。

第２８７条【合法的権益侵害と区分所有者の請求権】

区分所有者は，建設業者，不動産管理サービス企業又はその他管理者及びその他区分

所有者が自己の合法的権益を侵害する行為に対して，民事責任の負担を請求する権利を

有する。

第七章　相隣関係

第２８８条【相隣関係処理の原則】

不動産の相隣権利者は，生産に有益，生活の便宜，団結互助，公平合理の原則に従って，

相隣関係を正しく処理しなければならない。

第２８９条【相隣関係処理の根拠】

法律，法規に相隣関係の処理に関する規定がある場合，その規定による。法律，法規

に規定がない場合は，当地の慣習に従うことができる。

第２９０条【取水，排水の相隣関係】

不動産権利者は，相隣権利者の取水，排水のために必要な便宜を提供しなければなら

ない。

２　自然流水の利用については，不動産の相隣権利者間で合理的に分配しなければならな

い。自然流水の排出については，自然に流れる方向を尊重しなければならない。

第２９１条【相隣関係中の通行権】

不動産権利者は，相隣権利者が通行等によりその土地を利用しなければならない場合，

必要な便宜を提供しなければならない。

第２９２条【相隣土地の利用】

不動産権利者が建物の建造，修繕及び電線，ケーブル，水道管，暖房とガス管の敷設

等により相隣する土地，建物を利用しなければならない場合，当該土地，建物の権利者

は必要な便宜を提供しなければならない。

第２９３条【相隣建物の通風，採光，日照】

建物を建造する場合，国家の関係建設工事基準に違反してはならず，相隣する建物の

通風，採光及び日照を妨害してはならない。

第２９４条【相隣不動産間の有害物質廃棄等禁止】

不動産権利者は，国家規定に違反して固体廃棄物を投棄し，大気汚染物質，水質汚染

物質，土壌汚染物質，騒音，光，電磁波等の有害物質を排出してはならない。

第２９５条【相隣不動産の安全保護】

不動産権利者は土地の掘削，建物の建造，配管配線及び設備の設置等を行う場合，相

隣不動産の安全に危害を及ぼしてはならない。

第２９６条【相隣権の限度】

不動産権利者が取水，排水，通行，配管配線等により相隣不動産を利用する場合，相
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隣の不動産権利者に対する損害発生をできる限り回避しなければならない。

第八章　共有

第２９７条【共有概念とその形式】

不動産又は動産は，二つ以上の組織，個人により共有することができる。共有は持分

共有（持分のある共有）及び共同共有（持分のない共有）を含む。

第２９８条【持分のある共有】

持分共有者は，共有の不動産又は動産に対してその持分に応じて所有権を有する。

第２９９条【持分のない共同】

共同共有者は，共有の不動産又は動産に対して共同で所有権を有する。

第３００条【共有物の管理】

共有者は，約定に従って共有の不動産又は動産を管理する。約定がない又は約定が不

明確である場合，各共有者はいずれも管理する権利を有し，義務を負う。

第３０１条【共有財産の重要事項に対する表決】

共有の不動産又は動産の処分及び共有の不動産又は動産に対する大修繕，性質又は用

途の変更を行う場合，持分の三分の二以上を占める持分共有者又は全ての共同所有者の

同意を得なければならない。但し，共有者間に別段の約定がある場合を除く。

第３０２条【共有物の管理費用】

共有者に共有物の管理費用及びその他の負担について約定がある場合，その約定に従

う。約定がない又は約定が不明確である場合は，持分共有者はその持分に応じて負担し，

共同所有者は共同で負担する。

第３０３条【共有物の分割規則】

共有者間に共有の不動産又は動産を分割してはならず，共有関係を維持する旨の約定

がある場合，約定に従わなければならない。但し，共有者に重大な理由があり分割する

必要がある場合，分割を請求することができる。約定がない又は約定が不明確である場合，

持分共有者はいつでも分割を請求することができ，共同所有者は共有のための基礎が喪

失し又は重大な理由により分割する必要がある場合，分割を請求することができる。分

割によってその他共有者に損害を与えた場合，賠償しなければならない。

第３０４条【共有物の分割方式】

共有者は協議を経て分割方式を確定することができる。協議が調わない場合，共有の

不動産又は動産を分割することができ，かつ分割により価値が減損しない場合は，現物

を分割しなければならない。分割が困難であり又は分割により価値が減損する場合には

時価換算し，又は強制競売，強制換価により得た代金で分割しなければならない。

２　共有者が分割により取得した不動産又は動産に瑕疵が存在する場合，その他の共有者

は損害を分担しなければならない。

第３０５条【持分譲渡と持分共有者の優先購入権】

持分共有者はその有する共有の不動産又は動産の持分を譲渡することができる。その
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他共有者は同等の条件で優先的に購入する権利を有する。

第３０６条【持分共有者の優先購入権行使】

持分共有者がその有する共有の不動産又は動産の持分を譲渡する場合，譲渡条件をそ

の他の共有者に速やかに通知しなければならない。その他の共有者は合理的期間内に優

先購入権を行使しなければならない。

２　二名以上のその他の共有者が優先購入権の行使を主張する場合，協議を経て各自の購

入比率を確定する。協議が調わない場合，譲渡時の各自の共有持分比率に従って優先購

入権を行使する。

第３０７条【共有から発生した債権債務】

共有の不動産又は動産により生じた債権債務は，対外関係においては，共有者が連帯

債権を有し，連帯債務を負う。但し，法律に別段の規定があり又は共有者に連帯債権・

債務関係が存在しないことを第三者が知っている場合を除く。共有者の内部関係におい

ては，共有者間に別段の約定がある場合を除き，持分共有者は持分に従って債権を有し，

債務を負い，共同所有者は共同で債権を有し，債務を負う。弁済する債務が自己の負う

べき持分を超えた持分共有者は，その他共有者に対して求償権を有する。

第３０８条【共有関係不明時における共有関係の性質推定】

共有者間に，共有の不動産，動産について持分共有もしくは共同所有とする旨の約定

がない又は約定が不明確である場合，共有者間に家庭関係が存在する等の場合を除き，

持分共有であるものとみなす。

第３０９条【持分不明時における共有持分額確定】

持分共有者間に，共有の不動産，動産に対して有する持分につき，約定がない又は約

定が不明確である場合，出資額に応じて確定する。出資額を確定できない場合，同額と

みなす。

第３１０条【用益物権，担保物権の準共有】

二つ以上の組織，個人が用益物権，担保物権を共同で有する場合，本章の関係規定を

参照適用する。

第九章　所有権取得に関する特別規定

第３１１条【善意取得】

処分権を有しない者が不動産又は動産を譲受人に譲渡した場合，所有権者は取り戻す

権利を有する。法律に別段の規定がある場合を除き，次に掲げる事由に該当する場合は，

譲受人は当該不動産又は動産の所有権を取得する。

（一）譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた時に善意であったとき

（二）合理的価格で譲渡されたとき

（三）譲渡された不動産又は動産について，法律の規定に従って登記が必要な場合は既

に登記されているとき，登記が不要な場合には既に譲受人に引き渡されているとき

２　譲受人が前項の規定に従って不動産又は動産の所有権を取得した場合，原所有権者は
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処分権を有しない者に損害賠償を請求する権利を有する。

３　当事者がその他の物権を善意取得した場合，前２項の規定を参照適用する。

第３１２条【遺失物の善意取得】

所有権者又はその他権利者は，遺失物を取り戻す権利を有する。当該遺失物が譲渡に

より他人に占有されている場合，権利者は処分権を有しない者に損害賠償を請求し，又

は譲受人を知りもしくは知り得べき日から２年以内に譲受人に原物の返還を請求する権

利を有する。但し，譲受人が競売を通じて又は営業資格を有する事業者から当該遺失物

を購入した場合には，権利者は原物の返還を請求するときに譲受人が負担した費用を支

払わなければならない。権利者は譲受人に費用を支払った後，処分権を有しない者に対

して求償権を有する。

第３１３条【善意取得の効果】

善意の譲受人が動産を取得した後，当該動産上にあった原権利は消滅する。但し，善

意の譲受人が譲受時に当該権利を知り又は知り得べきであった場合を除く。

第３１４条【拾得遺失物の返還】

遺失物を拾得した場合，権利者に返還しなければならない。拾得者は権利者に受け取

るよう速やかに通知し，又は公安等の関係部門に提出交付しなければならない。

第３１５条【遺失物の処理】

関係部門は遺失物を受け取り，権利者を知っている場合，権利者に受け取るよう速や

かに通知しなければならない。知らない場合は，遺失物の公告を速やかに行わなければ

ならない。

第３１６条【遺失物の保管】

拾得者は遺失物を関係部門に提出交付するまで，関係部門は遺失物が受け取られるま

で，遺失物を適切に保管しなければならない。故意又は重過失により遺失物が毀損，滅

失した場合，民事責任を負わなければならない。

第３１７条【遺失物の保管費用等】

権利者は遺失物を受け取るとき，拾得者又は関係部門に対して遺失物の保管等により

支出した必要費用を支払わなければならない。

２　権利者が懸賞付で遺失物を探す場合，遺失物を受け取るときに合意承諾に従って義務

を履行しなければならない。

３　拾得者が遺失物を横領した場合，遺失物の保管等により支出した費用を請求する権利

を有さず，合意承諾に従った義務の履行を権利者に請求する権利も有しない。

第３１８条【公告期間経過後の遺失物の国庫帰属】

遺失物は受取の公告日から１年以内に受領する者がいない場合，国家所有に帰属する。

第３１９条【漂流物，埋蔵物等の帰属】

漂流物を拾得し，埋蔵物又は隠匿物を発見した場合，遺失物拾得の関係規定を参照適

用する。法律に別段の規定がある場合，その規定による。
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第３２０条【主物譲渡と従物】

主物を譲渡する場合，従物も主物に従って譲渡される。但し，当事者に別段の約定が

ある場合を除く。

第３２１条【果実の帰属】

天然果実は所有権者が取得する。所有権者のほか用益物権者が存在する場合，用益物

権者が取得する。当事者に別段の約定がある場合，その約定に従う。

２　法定果実は当事者に約定がある場合，約定に従って取得する。約定がない又は約定が

不明確である場合，取引慣習に従って取得する。

第３２２条【添附】

加工，付合，混合により生じた物の帰属について，約定がある場合，約定に従う。約

定がない又は約定が不明確である場合，法律の規定に従う。法律に規定がない場合は，

物の効用の十分な発揮及び過失のない当事者保護の原則に従って確定する。一方当事者

の過失又は物の帰属の確定により，他方当事者に損害を与えた場合には，賠償又は補償

を与えなければならない。

第三分編　用益物権

第十章　一般規定

第３２３条【用益物権の定義】

用益物権者は他人が所有する不動産又は動産に対して，法に基づき占有，使用及び収

益する権利を有する。

第３２４条【国家所有及び集団所有の自然資源】

国家所有又は集団が使用する国家所有及び法律の規定により集団所有に属する自然資

源は，組織，個人が法に基づき占有，使用及び収益することができる。

第３２５条【自然資源の有償使用制度】

国家は自然資源の有償使用制度を実行する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３２６条【用益物権者の権利行使】

用益物権者が権利を行使する場合，資源の保護と合理的開発利用，生態環境保護に関

する法律規定を遵守しなければならない。所有権者は用益物権者による権利行使に干渉

してはならない。

第３２７条【収用徴用時の用益物権者の補償請求権】

不動産又は動産が収用，徴用されたことにより，用益物権が消滅し又は用益物権の行

使が影響を受けた場合，用益物権者は本法第２４３条，第２４５条の規定に従って相応

の補償を受ける権利を有する。

第３２８条【海域使用権】

法に基づき取得した海域使用権は法律の保護を受ける。

第３２９条【その他の利用権の保護】

法に基づき取得した探鉱権，採鉱権，取水権及び水域，干潟を使用して養殖，漁労に
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従事する権利は法律の保護を受ける。

第十一章　土地請負経営権

第３３０条【農村土地請負経営制度】

農村集団経済組織は家庭請負経営を基礎として，統一経営と分散経営を結合した二層

経営体制を実行する。

２　農民の集団所有及び農民が集団で使用する国家所有の耕地，林地，草地及びその他の

農業に用いられる土地は，法に基づき土地請負経営制度を実行する。

第３３１条【土地請負経営権の内容】

土地請負経営権者は法に基づきその請負経営を行う耕地，林地，草地等に対して占有，

使用及び収益する権利を有し，栽培業，林業，牧畜業等の農業生産を行う権利を有する。

第３３２条【土地請負経営の期間】

耕地の請負期間は３０年とする。草地の請負期間は３０年から５０年までとする。林

地の請負期間は３０年から７０年までとする。

２　前項の規定する請負期間が満了した場合，土地請負経営権者は農村土地請負の法律規

定に従って請負を継続する。

第３３３条【土地請負経営権の設定と登記】

土地請負経営権は土地請負経営権契約が発効した時から設定される。

２　登記機関は土地請負経営権者に土地請負経営権証，林権証等の証書を発行交付し，か

つ登記に編綴して，土地請負経営権を確認しなければならない。

第３３４条【土地請負経営権の交換，譲渡】

土地請負経営権者は法律の規定に従って，土地請負経営権を交換，譲渡する権利を有

する。法に基づく許可を得ていない場合，請負地を農業以外に用いてはならない。

第３３５条【土地請負経営権の交換・譲渡の登記】

土地請負経営権を交換，譲渡する場合，当事者は登記機関に登記を申請することがで

きる。登記を経由しなければ，善意の第三者に対抗することができない。

第３３６条【請負地の調整】

請負期間内において発注者は請負地を調整してはならない。

２　自然災害により請負地が著しく毀損する等の特殊な事情により，請け負った耕地及び

草地を適切に調整する必要がある場合，農村土地請負の法律規定に従って処理しなけれ

ばならない。

第３３７条【請負地の回収禁止】

請負期間内において発注者は請負地を回収してはならない。法律に別段の規定がある

場合，その規定による。

第３３８条【請負地収用と補償】

請負地が収用された場合，土地請負経営権者は本法第２４３条の規定に従って相応の

補償を受ける権利を有する。
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第３３９条【土地経営権の流通】

土地請負経営権者は法に基づきリース貸出，資本参加又はその他の方式によって他者

に土地経営権を流通することを自ら決定することができる。

第３４０条【土地請負経営権者の権利】

土地請負経営権者は契約の約定期間内に農村の土地を占有し，農業生産経営を自主的

に行い，かつ収益を取得する権利を有する。

第３４１条【土地経営権の設定と登記】

流通期限が５年以上の土地経営権は，流通契約の発効時に成立する。当事者は登記機

関に対して土地経営権登記を申請することができる。登記を経ていないとき，善意の第

三者に対抗することができない。

第３４２条【特別方式で取得した土地経営権の流通】

入札，競売，公開協議等の方式を通じて農村土地を請け負い，法に基づく登記を経て

権利証書を取得した場合，法に基づきリース貸出，出資，抵当権設定又はその他の方式

によって土地経営権を流通させることができる。

第３４３条【国有農用地の請負経営】

国家が所有する農用地で請負経営を実行する場合，本編の関係規定を参照適用する。

第十二章　建設用地使用権

第３４４条【建設用地使用権の定義】

建設用地使用権者は法に基づき国家が所有する土地に対して占有，使用及び収益する

権利を有し，当該土地を利用して建物，構築物及びその付属施設を建造する権利を有する。

第３４５条【建設用地使用権の分層設定】

建設用地使用権は土地の地表，地上又は地下に各別に設定することができる。

第３４６条【建設用地使用権の設定】

建設用地使用権を設定する場合，資源の節約，生態環境保護の要求に適合しなければ

ならず，法律，行政法規の土地用途に関する規定を遵守し，既に設定された用益物権を

侵害してはならない。

第３４７条【建設用地使用権の設定方式】

建設用地使用権を設定する場合，払下げ又は割当等の方式を用いることができる。

２　工業，商業，旅行，娯楽及び商品住宅等の事業用地並びに同一の土地に複数の土地使

用希望者が存在する場合，入札，競売等の公開競争方式を採用して払い下げなければな

らない。

３　割当方式による建設用地使用権の設定を厳格に制限する。

第３４８条【建設用地使用権払下契約】

入札，競売，協議等の払下げ方式を通じて建設用地使用権を設定する場合，当事者は

書面形式を採用して建設用地使用権払下契約を締結しなければならない。

２　建設用地使用権払下契約は一般に次に掲げる条項を含む。
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（一）当事者の名称及び住所

（二）土地の境界，面積等

（三）建物，構築物及びその付属施設が占用する空間

（四）土地の用途，計画条件

（五）建設用地使用権の期間

（六）払下金等の費用及びその支払方式

（七）紛争解決方法

第３４９条【建設用地使用権の登記】

建設用地使用権を設定する場合，登記機関に建設用地使用権設定登記を申請しなけれ

ばならない。建設用地使用権は登記時に設定される。登記機関は建設用地使用権者に対

して権利証書を発行交付しなければならない。

第３５０条【土地用途の限定】

建設用地使用権者は，土地を合理的に利用しなければならず，土地の用途を変更して

はならない。土地の用途を変更する必要がある場合，法に基づき関係行政主管部門の許

可を得なければならない。

第３５１条【建設用地使用権払下金等の支払い】

建設用地使用権者は，法律の規定及び契約の約定に従って払下金等の費用を支払わな

ければならない。

第３５２条【建物等の所有権帰属】

建設用地使用権者が建造した建造物，構築物及びその付属施設の所有権は，建設用地

使用権者に属する。但し，反対証拠により証明された場合を除く。

第３５３条【建設用地使用権の流通方式】

建設用地使用権者は，建設用地使用権を譲渡，交換，出資，贈与又は抵当権を設定す

る権利を有する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３５４条【建設用地使用権流通の契約形式等】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資，贈与又は抵当権を設定する場合，当事者は書面

形式を採用して相応する契約を締結しなければならない。使用期間は当事者の約定によ

る。但し，建設用地使用権の残存期間を超えてはならない。

第３５５条【建設用地使用権流通の登記】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，登記機関に変更登記を申請し

なければならない。

第３５６条【建設用地使用権流通と建物等の一括処分】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，当該土地上に付着する建物，

構築物及びその付属施設も併せて処分する。

第３５７条【建物等流通と建設用地使用権の一括処分】

建物，構築物及びその付属施設を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，当該建物，構

築物及びその付属施設の占用範囲内の建設用地使用権も併せて処分する。
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第３５８条【建設用地使用権の期間満了前の回収】

建設用地使用権の期間満了前に，公共利益の必要により当該土地を繰り上げて回収す

る場合，本法第２４３条の規定に従って当該土地上の家屋及びその他の不動産に対して

補償を与え，かつ相応する払下金を返還しなければならない。

第３５９条【建設用地使用権の期間延長】

住宅建設用地使用権の期間が満了した場合，自動的に期間を延長する。更新費用の納

付及び減免は，法律，行政法規の規定に従って処理する。

２　非住宅建設用地使用権の期間満了後の延長は，法律の規定に従って処理する。当該土

地上の家屋及びその他の不動産の帰属につき，約定がある場合，約定に従う。約定がな

い又は約定が不明確である場合は，法律，行政法規の規定に従って処理する。

第３６０条【建設用地使用権の抹消登記】

建設用地使用権が消滅した場合，払下人は速やかに抹消登記手続をしなければならな

い。登記機関は権利証書を回収しなければならない。

第３６１条【集団所有土地を建設用地とする場合】

集団が所有する土地を建設用地とする場合，土地管理の法律規定に従って処理しなけ

ればならない。

第十三章　宅地使用権

第３６２条【宅地使用権の定義】

宅地使用権者は，法に基づき集団が所有する土地に対して占有及び使用する権利を有

し，法に基づき当該土地を利用して住宅及びその付属施設を建造する権利を有する。

第３６３条【宅地使用権の法律適用】

宅地使用権の取得，行使及び譲渡は，土地管理の法律及び国家の関係規定を適用する。

第３６４条【宅地の滅失】

宅地が自然災害等の原因により滅失した場合，宅地使用権は消滅する。宅地を失った

村民に対して，法に基づき宅地を再分配しなければならない。

第３６５条【宅地使用権の変動と登記】

既に登記された宅地使用権が譲渡され，又は消滅した場合，速やかに変更登記又は抹

消登記をしなければならない。

第十四章　居住権

第３６６条【居住権の定義】

居住権者は，生活居住の必要を満たすために，契約の約定に従って，他人の住宅に対

して占有，使用する用益物権を有する。

第３６７条【居住権設定契約】

居住権を設定する場合，当事者は書面形式を採用して居住権設定契約を締結しなけれ
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ばならない。

２　居住権設定契約は一般に次の条項を含む。

（一）当事者の氏名又は名称及び住所

（二）住宅の位置

（三）居住の条件及び要求事項

（四）居住権の期間

（五）紛争解決方法

第３６８条【居住権の設定】

居住権は無償で設定する。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。居住権を設

定する場合，登記機関に居住権登記を申請しなければならない。居住権は登記時から設

定される。

第３６９条【居住権の制限規定と例外】

居住権は，譲渡，相続することができない。居住権を設定した住宅を賃貸してはなら

ない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第３７０条【居住権の消滅】

居住権の期間が満了し，又は居住権者が死亡した場合，居住権は消滅する。居住権が

消滅した場合，速やかに抹消登記手続をしなければならない。

第３７１条【遺言方式による居住権設定と法律適用】

遺言方式により居住権を設定する場合，本章の関係規定を参照適用する。

第十五章　地役権

第３７２条【地役権の定義】

地役権者は，契約の約定に従って自己の不動産の便益を高めるために，他人の不動産

を利用する権利を有する。

２　前項にいう他人の不動産を承役地，自己の不動産を要役地とする。

第３７３条【地役権設定契約】

地役権を設定する場合，当事者は書面形式を採用して地役権設定契約を締結しなけれ

ばならない。

２　地役権設定契約は一般に次に掲げる条項を含む。

（一）当事者の氏名又は名称及び住所

（二）承役地及び要役地の位置

（三）利用目的及び方法

（四）地役権の期間

（五）費用及びその支払方式

（六）紛争解決方法

第３７４条【地役権の設定と登記】

地役権は，地役権設定契約の発効した時に設定される。当事者が登記を求める場合，
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登記機関に地役権設定登記を申請することができる。登記を経なければ，善意の第三者

に対抗することができない。

第３７５条【承役地権利者の義務】

承役地の権利者は，契約の約定に従って地役権者によるその不動産の利用を認めなけ

ればならず，地役権者による権利行使を妨害してはならない。

第３７６条【地役権者の権利義務】

地役権者は，契約で約定した利用目的及び方法に従って承役地を利用し，承役地の権

利者の物権に対する制限をできる限り減少させなければならない。

第３７７条【地役権の期間】

地役権の期間は当事者の約定による。但し，土地請負経営権，建設用地使用権等の用

益物権の残存期間を超えてはならない。

第３７８条【地役権とその他の用益物権】

土地所有権者が地役権を有する又は地役権を負担する場合において，土地請負経営権，

宅地使用権等の用益物権を設定するとき，当該用益物権者は既に設定されている地役権

を継続して有し，又は負担する。

第３７９条【用益物権が存在する土地への地役権設定】

土地上に既に土地請負経営権，建設用地使用権，宅地使用権等の用益物権が設定され

ている場合，用益物権者の同意を得なければ，土地所有権者は地役権を設定することが

できない。

第３８０条【地役権の譲渡】

地役権は単独で譲渡することができない。土地請負経営権，建設用地使用権等を譲渡

する場合，地役権も併せて譲渡する。但し，契約に別段の約定がある場合を除く。

第３８１条【地役権と抵当権】

地役権には単独で抵当権を設定することができない。土地経営権，建設用地使用権等

に抵当権が設定されている場合，抵当権の実行時に，地役権も併せて譲渡する。

第３８２条【要役地の一部譲渡】

要役地及び要役地上の土地請負経営権，建設用地使用権等の一部を譲渡するとき，譲

渡部分が地役権にかかる場合，譲受人は同時に地役権を有する。

第３８３条【承役地の一部譲渡】

承役地及び承役地上の土地請負経営権，建設用地使用権等の一部を譲渡するとき，譲

渡部分が地役権にかかる場合，地役権は譲受人に対して法的拘束力を有する。

第３８４条【承役地権利者の解除権】

地役権者が次のいずれかに該当する場合，承役地の権利者は地役権設定契約を解除す

る権利を有し，地役権は消滅する。

（一）法律の規定又は契約の約定に違反して地役権を濫用したとき

（二）承役地を有償で利用し，約定した支払期限を徒過した後，合理的期間内に二度の

催告を受けても費用を支払わないとき
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第３８５条【地役権の変動と登記】

既に登記された地役権が変更，譲渡又は消滅した場合，速やかに変更登記又は抹消登

記の手続をしなければならない。

第四分編　担保物権

第十六章　一般規定

第３８６条【担保物権の定義】

担保物権者は，債務者が履行期の到来した債務を履行せず，又は当事者が約定した担

保物権の実行事由が発生した場合，法に基づき担保財産から優先的に弁済を受ける権利

を有する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３８７条【担保物権の適用範囲及び反担保】

債権者は，貸借，売買等の民事活動において，その債権の実現を保障するために，担

保が必要である場合，本法及びその他の法律の規定に従って担保物権を設定することが

できる。

２　第三者が債務者のために債権者に担保を提供する場合，債務者に反担保を求めること

ができる。反担保は，本法及びその他の法律の規定を適用する。

第３８８条【担保物権設定契約と主たる契約】

担保物権を設定する場合，本法及びその他の法律の規定に従って担保権設定契約を締

結しなければならない。担保権設定契約には，抵当権設定契約，質権設定契約，及びそ

の他の担保的機能を有する契約を含む。担保権設定契約は主たる債権債務契約の従たる

契約である。主たる債権債務契約が無効である場合，担保権設定契約も無効とする。但し，

法律に別段の規定がある場合を除く。

２　担保権設定契約の無効が確認された後，債務者，担保権設定者，債権者に過失があっ

た場合には，その過失に基づいて各自が相応する民事責任を負わなければならない。

第３８９条【被担保債権の範囲】

担保物権の担保範囲は，主たる債権及びその利息，違約金，損害賠償金，担保物の保

管及び担保物権の実行に要する費用を含む。当事者に別段の約定がある場合，その約定

に従う。

第３９０条【担保物権の物上代位性】

担保期間中において，担保財産が毀損，滅失し，又は収用等を受けた場合，担保物権者は，

取得した保険金，賠償金又は補償金等から優先的に弁済を受けることができる。被担保

債権の履行期限が到来していない場合は，当該保険金，賠償金又は補償金等を供託する

こともできる。

第３９１条【債務移転の担保物権に対する効力】

第三者が担保を提供し，その書面による同意を得ずに，債権者が債務者による債務の

全部又は一部の移転を認めた場合，担保権設定者は相応する担保責任を負わない。
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第３９２条【物的担保と人的担保】

被担保債権に物的担保だけでなく人的担保もある場合，債務者が履行期の到来した債

務を履行せず，又は当事者が約定した担保物権の実行事由が発生したとき，債権者は約

定に従って債権を実現しなければならない。約定がない又は約定が不明確であり，債務

者自らが物的担保を提供した場合，債権者は，まず当該物的担保から債権を実現しなけ

ればならない。第三者が物的担保を提供した場合には，債権者は，物的担保から債権を

実行することができ，保証人に保証責任の負担を請求することもできる。担保を提供し

た第三者は，担保責任を負担した後，債務者に対して求償権を有する。

第３９３条【担保物権の消滅事由】

次のいずれかに該当する場合，担保物権は消滅する。

（一）主たる債権が消滅したとき

（二）担保物権を実行したとき

（三）債権者が担保物権を放棄したとき

（四）法律の規定により担保物権が消滅するその他の事由

第十七章　抵当権

第一節　一般抵当権

第３９４条【抵当権の定義】

債務の履行を担保するために，債務者又は第三者が財産の占有を移転せずに，債権者

のために当該財産に抵当権を設定する場合，債務者が履行期の到来した債務を履行せず，

又は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したとき，債権者は当該財産から優先的

に弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債務者又は第三者を抵当権設定者，債権者を抵当権者，担保として提

供された財産を抵当財産とする。

第３９５条【抵当財産の範囲】

債務者又は第三者が処分権を有する次に掲げる財産に抵当権を設定することができる。

（一）建物及びその他の土地定着物

（二）建設用地使用権

（三）海域使用権

（四）生産設備，原材料，仕掛品，製品

（五）建造中の建物，船舶，航空機

（六）交通輸送手段

（七）法律，行政法規により抵当権設定が禁止されないその他の財産

２　抵当権設定者は，前項の規定する財産につき，併せて抵当権を設定することができる。

第３９６条【生産用動産等の集合抵当】

企業，個人商工業者，農業生産経営者は，現在保有する及び将来保有する生産設備，

原材料，仕掛品，製品に抵当権を設定することができ，債務者が履行期の到来した債務



75ICD NEWS　第 85 号（2020.12）

を履行せず又は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生した場合，債権者は，抵当財

産確定時の動産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

第３９７条【建物及び建設用地使用権に対する抵当権設定】

建物に抵当権を設定する場合，当該建物の占用範囲内の建設用地使用権にも併せて抵

当権を設定する。建設用地使用権に抵当権を設定する場合は，当該土地上の建物にも併

せて抵当権を設定する。

２　抵当権設定者が前項の規定に従って併せて抵当権を設定しない場合，抵当権が設定さ

れていない財産にも併せて抵当権が設定されたものとみなす。

第３９８条【郷鎮，村企業の建設用地使用権，建物への抵当権設定】

郷鎮，村の企業の建設用地使用権には単独で抵当権を設定することができない。郷鎮，

村の企業の工場等の建物に抵当権を設定する場合は，その占用範囲内の建設用地使用権

にも併せて抵当権を設定する。

第３９９条【抵当権を設定できない財産】

次に掲げる財産には抵当権を設定することができない。

（一）土地所有権

（二）宅地，自留地（個人が保有する土地），自留山（個人が保有する山地）等の集団が

所有する土地の使用権。但し，法律の規定により抵当権を設定できる場合を除く。

（三）学校，幼稚園，医療機関等の公益を目的として設立された非営利法人の教育施設，

医療衛生施設及びその他の公益施設

（四）所有権，使用権が不明な又は紛争が存在する財産

（五）法に基づき封印，差押え，管理監督をされている財産

（六）法律，行政法規が抵当権を設定することができないと規定するその他の財産

第４００条【抵当権設定契約】

抵当権を設定する場合，当事者は，書面形式を採用して抵当権設定契約を締結しなけ

ればならない。

２　抵当権設定契約は，一般に次に掲げる条項を含む。

（一）被担保債権の種類及び額

（二）債務者の債務履行期限

（三）抵当財産の名称，数量等の状況

（四）担保する範囲

第４０１条【抵当直流条項の効力】

抵当権者は，債務履行期限が到来する前に，抵当権設定者との間で，債務者が履行期

の到来した債務を履行しない場合に抵当財産は債権者の所有に帰属させる旨の約定をし

たとき，法に基づき抵当目的物から優先弁済を受領できるだけである。

第４０２条【不動産抵当権と登記】

本法第３９５条第１項第１号から第３号の規定する財産又は第５号の規定する建造中

の建物に抵当権を設定する場合，抵当権設定登記を行わなければならない。抵当権は登
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記時に設定される。

第４０３条【動産抵当権の効力】

動産に抵当権を設定する場合，抵当権は，抵当権設定契約の発効した時に設定される。

登記を経なければ，善意の第三者に対抗することができない。

第４０４条【動産抵当権の対抗力制限】

動産に抵当権を設定する場合，正常な事業活動において既に合理的な代金を支払い，

抵当権を設定した財産を取得した買受人に対抗することができない。

第４０５条【抵当権と賃借権の関係】

抵当権が設定される前に抵当財産が既に賃貸され，かつ占有が移転していた場合，原

賃貸借関係は当該抵当権の影響を受けない。

第４０６条【抵当財産の譲渡】

抵当権設定期間内において，抵当権設定者は抵当財産を譲渡できる。当事者に別段の

約定がある場合，その約定に従う。抵当権を設定した財産を譲渡する場合，抵当権は影

響を受けない。

２　抵当権設定者が，抵当財産を譲渡する場合，速やかに抵当権者に通知しなければなら

ない。抵当権者は，抵当財産の譲渡が抵当権に損害を与えるおそれがあることを証明で

きる場合，譲渡により得た代金について抵当権者への債務の繰上げ弁済又は供託を抵当

権設定者に対して請求できる。譲渡代金が債権金額を超えた部分は抵当権設定者の所有

とし，不足する部分は債務者が弁済する。

第４０７条【抵当権と債権の分離譲渡禁止】

抵当権を債権と分離して単独で譲渡し，又はその他の債権の担保に供することはでき

ない。債権を譲渡する場合，当該債権が担保される抵当権も併せて譲渡する。但し，法

律に別段の規定又は当事者に別段の約定がある場合を除く。

第４０８条【抵当財産価値減少時の保護措置】

抵当権設定者の行為が抵当財産の価値を減少し得る場合，抵当権者は抵当権設定者に

その行為の停止を請求する権利を有する。抵当財産の価値が減少した場合，抵当権者は，

抵当財産の価値の回復，又は減少した価値に相応する担保の提供を請求する権利を有す

る。抵当権設定者が抵当財産の価値を回復せず，担保も提供しない場合，抵当権者は，

債務の繰上げ弁済を債務者に請求する権利を有する。

第４０９条【抵当権・抵当権順位の放棄・変更】

抵当権者は，抵当権又は抵当権の順位を放棄することができる。抵当権者と抵当権設

定者は，協議を経て抵当権の順位及び被担保債権額等の内容を変更することができる。

但し，抵当権の変更は，その他の抵当権者の書面による同意を得ていない場合，その他

の抵当権者に対して不利な影響を与えてはならない。

２　債務者が自己の財産に抵当権を設定し，抵当権者が当該抵当権，抵当権の順位を放棄

し又は抵当権を変更した場合，その他の担保権設定者は，抵当権者が喪失した優先的に

弁済を受ける権益の範囲内において担保責任を免れる。但し，その他の担保権設定者が
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担保提供の継続を承諾した場合を除く。

第４１０条【抵当権の実行】

債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した抵当権の実行事由が

発生した場合，抵当権者は，抵当権設定者との協議を経て抵当財産を時価換算し又は強

制競売，強制換金し，その代金から優先的に弁済を受けることができる。協議がその他

の債権者の利益を害する場合，その他の債権者は，人民法院に当該協議の取消を請求す

ることができる。

２　抵当権者と抵当権設定者が抵当権実行方式について協議が調わない場合，抵当権者は，

人民法院に抵当権を設定した財産の強制競売，強制換金を請求することができる。

３　抵当権を設定した財産を時価換算又は強制換金する場合，市場価格を参照しなければ

ならない。

第４１１条【動産集合抵当の財産確定】

本法第３９６条の規定に従って抵当権を設定する場合，抵当財産は次のいずれかが発

生した時に確定する。

（一）債務の履行期限が到来したが，債権が実現されていないとき

（二）抵当権設定者が破産宣告を受け又は解散したとき

（三）当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したとき

（四）債権の実現に重大な影響を与えるその他の事由

第４１２条【抵当財産果実の帰属】

債務者が履行期の到来した債務を履行せず，又は当事者が約定した抵当権の実行事由

が発生したことにより，抵当財産が人民法院から法に基づく差押えを受けた場合，差押

えを受けた日から，抵当権者は当該抵当財産の天然果実又は法定果実を収取する権利を

有する。但し，抵当権者が法定果実を弁済すべき義務者に通知していない場合を除く。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取費用に充当しなければならない。

第４１３条【抵当財産換価代金の帰属】

抵当財産を時価換算又は強制競売，強制換金をした後，その代金が債権金額を超えた

部分は抵当権設定者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４１４条【同一財産に複数抵当権がある場合の弁済順序】

同一財産に二名以上の債権者に対して抵当権が設定されている場合，抵当権を設定し

た財産の強制競売，強制換金により得た代金は，次に掲げる規定に従って弁済する。

（一）抵当権が既に登記されている場合，登記時期の前後に従って弁済順序を確定する。

（二）抵当権が既に登記されている場合，未登記の場合に優先して弁済を受ける。

（三）抵当権が未登記の場合，債権の比率に従って弁済する。

２　その他登記可能な担保物権について，弁済順序は前項の規定を参照適用する。

第４１５条【抵当権，質権の弁済順序】

同一財産に抵当権だけでなく，質権も設定されている場合，当該財産の強制競売，強

制換金により得た代金については，登記，引渡し時期の前後に従って弁済順序を確定する。
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第４１６条【売買代金抵当権】

動産抵当が担保する主たる債権は，抵当財産の代金であり，目的物の交付後１０日以

内に抵当権設定登記を行った場合，当該抵当権者は，抵当物買受人のその他の担保物権

者に優先して弁済を受ける。但し，留置権者を除く。

第４１７条【抵当権設定後に追加された建物】

建設用地使用権に抵当権が設定された後，当該土地上に新たに追加された建物は，抵

当財産に属さない。当該建設用地使用権について抵当権を実行する場合，当該土地上に

新たに追加された建物と建設用地使用権を併せて処分しなければならない。但し，新た

に追加された建物により得た代金について，抵当権者は優先弁済を受ける権利はない。

第４１８条【集団所有土地使用権に設定された抵当権実行】

集団所有の土地使用権に法に基づき抵当権を設定した場合，抵当権を実行した後，法

定手続を経なければ，土地所有権の性質及び土地の用途を変更することができない。

第４１９条【抵当権の存続期間】

抵当権者は，主たる債権の訴訟時効期間内に抵当権を行使しなければならない。行使

しない場合，人民法院はこれを保護しない。

第二節　根抵当権（最高額抵当権）

第４２０条【根抵当権の定義】

債務の履行を担保するために，債務者又は第三者が一定期間内に継続して発生し得る

債権に対して担保財産を提供した場合に，債務者が履行期の到来した債務を履行せず又

は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したときは，抵当権者は債権極度額の限度

内で当該担保財産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

２　根抵当権設定前に既に存在する債権は，当事者の同意を得て，根抵当権の担保する債

権の範囲に組み入れることができる。

第４２１条【根抵当権の被担保債権の一部譲渡】

根抵当権の被担保債権の確定前に，債権の一部を譲渡する場合，根抵当権を譲渡する

ことはできない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第４２２条【根抵当権内容の変更】

根抵当権の被担保債権の確定前に，抵当権者と抵当権設定者は，協議により債権の確

定期間，債権の範囲及び債権の極度額を変更することができる。但し，変更の内容は，

その他の抵当権者に対して不利な影響を与えてはならない。

第４２３条【根抵当権の被担保債権確定事由】

次のいずれかに該当する場合，抵当権者の債権が確定する。

（一）約定した債権の確定期間が満了したとき

（二）債権の確定期間に関する約定がない又は約定が不明確であり，抵当権者又は抵当

権設定者が根抵当権設定日から満２年を経過した後に債権確定を求めたとき

（三）新たな債権が発生し得ないとき
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（四）抵当財産が封印，差押えを受けたことを抵当権者が知り又は知り得べきであると

き

（五）債務者，抵当権設定者が破産宣告を受け又は解散したとき

（六）法律の規定により債権が確定するその他の事由

第４２４条【根抵当権の法律適用】

根抵当権については，本節の規定を適用するだけでなく，本章第一節の関係規定も適

用する。

第十八章　質権

第一節　動産質

第４２５条【動産質の定義】

債務の履行を担保するため，債務者又は第三者がその動産に質権を設定して債権者に

占有させた場合，債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した質権

の実行事由が発生したとき，債権者は当該動産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債務者又は第三者を質権設定者とし，債権者を質権者とし，引き渡さ

れた動産を質物とする。

第４２６条【動産質設定の制限】

法律，行政法規が譲渡を禁止している動産に質権を設定することはできない。

第４２７条【質権設定契約】

質権の設定は，当事者が書面形式を採用して質権設定契約を締結しなければならない。

２　質権設定契約は，一般に次に掲げる条項を含む。

（一）被担保債権の種類及び額

（二）債務者の債務履行期限

（三）質物の名称，数量等の状況

（四）担保する範囲

（五）質物の引渡時期，方式

第４２８条【流質条項の効力】

質権者は，債務履行期限の到来前に，質権設定者との間で，債務者が履行期の到来し

た債務を履行しない場合に質物を債権者の所有に帰属させる旨を約定したとき，法に基

づき質物から優先弁済を受領できるだけである。

第４２９条【動産質権の設定】

質権は，質権設定者が質物を引き渡した時に設定される。

第４３０条【質権者の果実収取権】

質権者は，質物の果実を収取する権利を有する。但し，契約に別段の約定がある場合

を除く。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取の費用に充当しなければならない。

第４３１条【質権者による質物処分の制限】
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質権者が質権の存続期間において，質権設定者の同意を得ずに質物を無断で使用，処

分して質権設定者に損害を与えた場合，賠償責任を負わなければならない。

第４３２条【質物保管義務】

質権者は質物を適切に保管する義務を負う。保管が不適切であることにより質物が毀

損，滅失した場合，賠償責任を負わなければならない。

２　質権者の行為により質物が毀損，滅失するおそれがある場合，質権設定者は質権者に

対して質物の供託を請求でき，又は債務の繰上げ弁済及び質物の返還を請求することが

できる。

第４３３条【質物の財産保全】

質権者の責めに帰すことができない事由により質物が毀損し，又は価値が明らかに減

少するおそれがあり，質権者の権利を害するに足りる場合，質権者は相応する担保を提

供するよう質権設定者に請求する権利を有する。質権設定者が提供しない場合，質権者

は質物を強制競売，強制換価することができ，質権設定者との協議により，強制競売，

強制換価により得た代金から繰上げて債務を弁済させ，又は供託させることができる。

第４３４条【転質】

質権者が質権の存続期間内に質権設定者の同意を得ずに転質を行って質物が毀損，滅

失した場合，賠償責任を負わなければならない。

第４３５条【質権の放棄】

質権者は質権を放棄することができる。債務者が自己の財産に質権を設定し，質権者

が当該債権を放棄した場合，その他の担保提供者は質権者が喪失した優先弁済を受ける

権益の範囲内で担保責任を免れる。但し，その他の担保提供者がなお担保提供を承諾し

た場合を除く。

第４３６条【質物の返還と質権の実行】

債務者が債務を履行し又は質権設定者が被担保債権を繰り上げて弁済した場合，質権

者は質物を返還しなければならない。

２　債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した質権実行事由が発生

した場合，質権者は質権設定者との協議を経て質物を時価換算することができ，質物の

強制競売，強制換価により得た代金から優先的に弁済を受けることもできる。

３　質物を時価換算し，又は強制換価する場合，市場価格を参照しなければならない。

第４３７条【質権設定者の質権行使請求権】

質権設定者は，債務履行期限の到来後，速やかに質権を行使するよう質権者に請求す

ることができる。質権者が行使しない場合，質権設定者は，人民法院に質物の強制競売，

強制換価を請求することができる。

２　質権設定者が速やかに質権を行使するよう質権者に請求し，質権者が権利行使を怠っ

て質権設定者に損害を与えた場合，質権者が賠償責任を負う。

第４３８条【質物換価代金の帰属】

質物を時価換算又は強制競売，強制換価した場合に，その代金が債権金額を超えた部
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分については質権設定者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４３９条【根質権】

質権設定者と質権者は，協議により根質権を設定することができる。

２　根質権には，本節の関係規定を適用するほか，本編第十七章第二節の関係規定を参照

適用する。

第二節　権利質

第４４０条【権利質の目的】

債務者又は第三者が処分する権利を有する次に掲げる権利には，質権を設定すること

ができる。

（一）為替手形，約束手形，小切手

（二）債券，預金証書

（三）倉庫証券，船荷証券

（四）譲渡可能な基金持分，株式

（五）譲渡可能な登録商標専用権，専利権（特許，実用新案，意匠を含む），著作権等の

知的財産権における財産権

（六）現在又は将来有する売上債権

（七）法律，行政法規が質権を設定可能と規定するその他の財産権

第４４１条【有価証券に対する権利質設定】

為替手形，約束手形，小切手，債券，預金証書，倉庫証券，船荷証券に質権を設定する場合，

質権は，権利証書が質権者に交付された時に設定される。権利証書がない場合，質権は，

質権設定登記を行った時に設定される。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

第４４２条【有価証券に対する権利質実行】

為替手形，約束手形，小切手，債券，預金証書，倉庫証券，船荷証券の支払期日又は

引渡期日が主たる債権の履行期より早く到来する場合，質権者は支払いを受け，又は貨

物を受け取ることができ，かつ質権設定者との協議により支払われた代金又は受け取っ

た貨物から債務を繰り上げ弁済又は供託させることができる。

第４４３条【基金持分等に対する権利質】

基金持分，株式に質権を設定する場合，質権は質権設定登記を行った時に設定される。

２　基金持分，株式は質権を設定した後，これを譲渡してはならない。但し，質権設定者

と質権者が協議により同意した場合を除く。質権設定者が基金持分，株式の譲渡により

得た代金は，質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４４条【知的財産権に対する権利質】

商標権，専利権，著作権等の知的財産権における財産権に質権を設定する場合，質権

は質権設定登記を行った時に設定される。

２　知的財産権における財産権に質権を設定した後，質権設定者は譲渡又は他人の使用を

許してはならない。但し，質権設定者と質権者が協議により同意した場合を除く。質権
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設定者が質権を設定した知的財産権における財産権の譲渡又は他人の使用の許諾により

得た代金は，質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４５条【売上債権に対する権利質設定と譲渡制限】

売上債権に質権を設定する場合，質権は，質権設定登記を行った時に設定される。

２　売上債権に質権を設定した後，これを譲渡してはならない。但し，質権設定者と質権

者が協議により同意した場合を除く。質権設定者が売上債権の譲渡によって得た代金は，

質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４６条【権利質の法律適用】

権利質には本節の規定を適用するほか，本章第一節の関係規定を適用する。

第十九章　留置権

第４４７条【留置権の定義】

債務者が履行期の到来した債務を履行しない場合，債権者は既に適法に占有している

債務者の動産を留置することができ，当該動産から優先弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債権者を留置権者，占有されている動産を留置財産とする。

第４４８条【留置財産と債権の関係】

債権者が留置する動産は，債権と同一の法律関係に属さなければならない。但し，企

業間の留置の場合を除く。

第４４９条【留置権の適用範囲】

法律の規定又は当事者の約定により留置できない動産は，留置してはならない。

第４５０条【可分な留置財産】

留置財産が可分物である場合，留置財産の価値は債務の金額に相当しなければならな

い。

第４５１条【留置権者の保管義務】

留置権者は留置財産を適切に保管する義務を負う。不適切な保管により留置財産が毀

損，滅失した場合，賠償責任を負わなければならない。

第４５２条【留置財産の果実】

留置権者は留置財産の果実を収取する権利を有する。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取の費用に充当しなければならない。

第４５３条【留置権の実行】

留置権者と債務者は，財産を留置した後の債務履行期限を約定しなければならない。

約定がない又は約定が不明確である場合，留置権者は債務者に６０日以上の債務履行期

限を与えなければならない。但し，腐りやすい生鮮品等の保管が容易ではない動産を除く。

債務者が期限を過ぎても履行しない場合，留置権者は債務者との協議により留置財産を

時価換算することができ，留置財産の強制競売，強制換価により得た代金から優先弁済

を受けることもできる。

２　留置財産を時価換算し，又は強制換価する場合，市場価格を参照しなければならない。
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第４５４条【債務者の留置権行使請求権】

債務者は債務履行期限の到来後に留置権の行使を留置権者に請求することができる。

留置権者が行使しない場合，債務者は人民法院に留置財産の強制競売，強制換価を請求

することができる。

第４５５条【留置権の実行】

留置財産を時価換算し，又は強制競売，強制換価した後，その代金が債権金額を超え

た部分については債務者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４５６条【留置権とその他の担保物権】

同一動産上に既に抵当権又は質権が設定され，当該動産が更に留置された場合，留置

権者が優先的に弁済を受ける。

第４５７条【留置権の消滅】

留置権者が留置財産に対する占有を喪失し，又は留置権者が債務者から別の担保提供

を受けた場合，留置権は消滅する。

第五分編　占有

第二十章　占有

第４５８条【占有の法律適用】

契約関係等に基づいて占有が発生した場合，関係する不動産又は動産の使用，収益，

違約責任等は，契約の約定に従う。契約に約定がない又は約定が不明確である場合，関

係の法律規定に従う。

第４５９条【悪意占有者の損害賠償責任】

占有者が占有する不動産又は動産を使用して当該不動産又は動産が損害を受けた場合，

悪意占有者は，賠償責任を負わなければならない。

第４６０条【無権占有の返還】

不動産又は動産が占有者に占有された場合，権利者は原物及びその果実の返還を請求

することができる。但し，善意占有者が当該不動産又は動産の保守のために支出した必

要費用を支払わなければならない。

第４６１条【占有物の毀損滅失責任】

占有する不動産又は動産が毀損，滅失し，当該不動産又は動産の権利者が賠償を請求

した場合，占有者は毀損，滅失により得た保険金，賠償金又は補償金等を権利者に返還

しなければならない。権利者の損害が十分に填補されない場合，悪意占有者は，更に損

害を賠償しなければならない。

第４６２条【占有保護の方法】

占有する不動産又は動産の占有が侵害された場合，占有者は原物の返還を請求する権

利を有する。占有を妨害する行為に対して，占有者は侵害停止，妨害排除又は危険除去

を請求する権利を有する。占有の侵害又は妨害により損害を受けた場合，占有者は法に

基づき損害賠償を請求する権利を有する。
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２　占有者の原物返還請求権は，占有の侵害発生日から１年以内に行使しない場合，当該

請求権は消滅する。

（つづく）


